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2つの考察の姿勢 表題のごとき課題についてふれる場合，当然のことながらそこに2つの考察の

姿勢がある。その1つは，いまの構造的諸条件に大きな変化がないとすれば，多

分「こうなるであろう」といった，いわば存在（ザイン）の視点からの取りあげ

方であり,他の1つは「こうあるべきである」といった,いわば当為（ゾルレン）

の視点からの考察の仕方である。ここでは紙幅の関係上主として前者の視点にお

いて率直な私見を述べる。

なお，ここで付言しておくべきことが2つある。

その1つは「これから」という言葉の意味する将来の長さについてである。正

直にいって将来，それも経済，文化のあらゆる面で不安定さを包含する今日にお

いては，鶴田浩二の歌（傷だらけの人生）の文句ではないが「何から何まで真暗

闇よ」ともいえないことはないが，しかし好むと好まざるとにかかわらず，暗黒

の将来に向かって歩を進めなくてはならない我々にとっては，そんなこともいっ

てはいられないし，また同じ暗黒といってもおのずと，その長短によってかなり

の溌淡があるともいえる。ここでは，いささか暗黒度の淡い，つまり相対的に可

視できる，そしてまた展望してもいささか意味のあるとも思われる5～6年先く

らいの，いわば中期（かなり傾向的ないし構造的なことに関連をもつ）程度の将

来について展望を行なうことにしたい。

また他の1つは，ここで腿林業というが，いうまでもなく，林業が考察の主体

的な対象であるということである。

存在（ザイン）の視点よりの展望に入るにあたって，まず，これまでの日本経

済の動向と農林業との展開について概述しておきたい。

太平洋戦争敗戦後,とりわけ昭和30年代中ごろからドラステックに開始された

高度経済成長のもとでのR本林業の動向について，わたくしは高度経済成長の燗

熟期において「日本林業の隷属的展開」（地球社刊）なる，書物を著わした。

そこで表現しようとした構図について概述すると以下のとおりである。

敗戦後における日本経済は，

①世界，とりわけ自由lil増諸国における開放経済体制の深化

②アメリカの軍事および経済面における庇護

③朝鮮戦争およびベトナム戦争等のアメリカを主体とする自由諸国陣営とソ

光より陰のより濃

い農林業－これま

での動向

ヤ

＊林業試験場

経営部第一科長



連，中国を主体とする共産主義諸国陣営とのホットな衝突など，といった背

景，より率直にいえばわが国の経済にとって恵まれていたともいえる諸条件

のもとで，わが国は急速に荒廃から立ち直り，そして実質経済成長率10％前

後といった当時世界において類をみないほど高い経済成長をとげたのであっ

た

こういった高度経済成長は，一部の人々がいうように何から何まで全部が悪い

というわけではなく，国民所得の増大という面においては明らかに国民経済に大

きな貢献があり，われわれに光を与えたことは否定できない。

しかし，重化学産業と貿易（といっても内容は主として原料貰源の輸入と加工

品の輸出）とを中心としての経済の躍進は，それがいよいよ加速され，高まりを

みせるにつれて，他方に，陰影の部分を色淡くし，国の内外に大きな問題を投げ

かけるようになったのである。

その陰影と問題とについて一般論としていえば次のとおりである。すなわち，

①あまりに重化学産業重視に傾斜しての経済成長の結果,労働力の重化学工業

地域（主として都市）に向けての流出等を通じて，あまりに急激な崩壊が農

山村社会に生じたこと

②公害による自然と人間との物質的代謝ないし循環櫛造が大きく破壊された

こと

③食糧および木材（とりわけ前者)等の資源のあまりに急激な自給率の縮減を

生じたこと

「農林行政を考える会」の表現(1)を，わたくしなりに翻訳して，前者の食糧自

給問題についていえば，1つの国が経済的，政治的に自由独立する鍵であり，世

界の諸国と長く平和を保つに必要な食職|ﾖ給を否定してしまったともいえる。

④打ち続くインフレのもとで，一般大衆，とりわけ弱い立場にある人々は，リ

カルドのいう強制貯蓄を押しつけられ，激しい経済成長のしわ寄せを受けて

きていること

⑤これも激しいインフレに甚本的には起因するが，国民所得といったフローの

局面ではなく，経済ストックといった局面においてみるとき，明らかに貧富

の格差が拡大してきていること

⑥対外的にみると，アメリカへの従属性と，発展途上国からの収奪性がいっ

そう，程度を強めたこと，などが指摘できる

次に，上述のごとき一般論としてではなく，同期の一般経済の動向のもとで生

じた日本林業の動向についてふれる。

まず，需要サイドについてであるが，これは絶対値においては，国民所得の増

大によって基本的に派生されて一路増加傾向をたどる（これは一般によく知られ

ていることなのであらためての計数的紹介は省略する)。この面でみるかぎり敗

戦後の高い経済成長は，林業にとって光を与えたことになる。しかし，一方，陰

影の部分を落してきていることに注目しておかなくてはならない。

その第一は，重化学産業中心の高度経済成長のもとでの石油および電力資源へ

の激しい依存動向は，薪炭需要を一挙に激減させ，昭和30年初頭から薪炭生産

β
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注(1)「農林業行政を考える

会」編集；食糧自給力の

技術的展望，腱林統計協

会p.7
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注(2)拙著；北アメリカ林業

の展望，林業経済研究所

昭和52年5月

を中心とした，東北および山陰地方といった，いわば後進林業地および山村社会

を，近代産業による労働力吸引と相まって，あまりにドラステックに崩壊ないし

苦境に追い込んでいったことがあげられる。

第二に，インプリシットリィに木材（正確には一般用材，しかし以下簡略化の

ため唯単に木材という）需要に影を投げかけてきている，木材需要の所得弾力性

の漸減傾向といった事実である。

この事実は，同じ国民所得の増加率から誘発される木材需要の増加率は以前よ

りも小さくなってきていることを意味しているのである。

この事実を，わたくしは既述の拙著書においても，また他のレポートにおいて

も強調したつもりであるが，しかし高度経済成長に酔いしれてか，わたくしの考

えるほどには当時，問題にされなかった（現在では，間伐木問題としてかなり倭

小化された形で問題とされている向きもあるが)｡

この点は一応おくとして，木材需要の所得弾力性の逓減傾向はいかなる理由に

よってもたらされたのであろうか。

これは，端的にいえば第一に，木造住宅率の漸減と，第二に，建物の椛造のい

かんをとわず共通して，単位建坪当たりに使用される木材使用髄の逓減傾向とに

よると答えることができるが，これはより遡及すれば，元首相，田中角栄氏の日

本列島改造論によって代表される重化学産業を重視しての都市化（それも実態と

しては計画性の少ない，乱雑な）の推進と，重化学産業の一環としての鉄，アル

ミおよびプラスチック等の各近代産業の発足と躍進とに求めることができる。

次に供給サイドについてふれる。

これについては第一にわが国の林業生産の停滞ないし漸減がある。

きず，木材生産についてみると，敗戦後から昭和30年初頭までかなりの漸増

をみせたが，その後おしなべて40年初頭まで停滞，そしてそれ以降，漸減とい

った傾向をみせている。また，次に将来の木材資源の動向を左右する造林につい

て傾向としてみると，敗戦後から昭和36年まで漸増傾向を示してきているとい

える。

以上の林業生産にみられる最近の動向は，その原因として，共通的に，

①労働力，それも活力のある若年労働力の山村からの流出

②基本的に競争力の強い，そして商社資本によっていっそう支援されての外材

輸入の激増

③観光およびその他巨大資本による農山村地域（とりわけ里山）における買占

めと乱開発，などがあげられる

そしてこれもいっそう，遡及すれば重化学産業重視の日本経済の展開に大きく

起因しているということは決して牽強付会のことではあるまい。

なお，林業に関連しての対外問題についていえば，これについて詳述すればき

りがないが，その基本的にして，かつ構造的問題について大胆にいえば，

①日本林業との対比において圧倒的に高い競争力をもつアメリカ林業のわが

国の木材市場に対する支配力の強化(2)

②自由主義経済に立脚してはいないが,莫大な森林資源をもつソ連林業のわが

、



国の木材市場への漸進的な浸透

③主として合板用広葉樹用材を生産する東南アジア諸鬮の森林に対するわが

国を主体とする諸資本の開発と，その結果，東南アジア諸国において拡大し

てきている森林資源の荒廃と枯渇化，などが指摘される

以上が敗戦後から高度経済成長期にわたる日本経済と農林業（とくに林業）の

歩みと，両者のかかわり合いについてであるが，ところで，今後いかなる動向を

示すというのであろうか。

中期展望での将来展望の構図は，いうまでもなく昭和48年12月の石油ショッ

ク以降の延長線上に描くことができる。世界に石油ショックといわれるほど，大

きな影響を及ぼすことになっ.た中近東の原油価絡の大幅な値上げは，仲介大賢本

の不当な利益配分に対する反抗として発生したといわれるが，ともあれ，このこ

とによって資源がそれまでの唯単なる経済財ではなく，明らかに経済および政治

双方の政略の具として一般に認識され，実際に利用されるようになった。

そしてこの石油ショック以降，世界各国（正確には自由諸国陣営）は不況に逢

着し，今日，現在に至るも，まだ全般的に不況より脱出してはいない。

こういった世界をおおう不況の中で，わが国は同じく不況にさいなまれながら

も，自動車と弱電産業といった一部の産業の海外輸出の活況の結果，大幅な貿易

バランスの黒字を出し，そしてこれは赤字に悩むアメリカとEEC諸国から強い

反発を受け，国内消費の喚起を主体としての景気浮上政策と農産物等を中心とし

ての輸入拡大を強く要請されている。

今回の貿易不均衡問題については確かにわが国側にも,i)生産力に対比しての

低賃金問題とか,ii)保護貿易の存在といった批判されるべき問題もあろうが,相

手国，たとえばアメリカ側においても,i)膨大な海外軍事援助,ii)多国籍企業

の海外子会社からの逆輸入,iii)対外投融資,iv)カーター政権のエネルギー備

蓄政策による莫大な原油購入，および,v)一部企業の非能率性(3)といった，内部

事情もあって，一方的にわが国が責められるべきものではなく，基本的には双方

の十分慎重な解決策が望まれるものである。

ともあれ以上のような石油ショック以降現在にいたる動向を踏まえて，その延

長線上に今後のわが国の経済の展望を描くとすればいかなるピクチァーがあらわ

れるのであろうか。

それについて大胆にいえば，

①既述のごとく資源は，すでに金を出せば自由にいくらでも購入できる経済財

ではなくなったこと

②高度経済成長下で深化されたアメリカに対する従属関係は，この資源なるも

のの意味の変化とわが国の貿易重視構造のもとで，今回の円高問題の解決の

仕方によってもその一端を知ることができることができるようにいっそう強

化されると思われること

③かくて依然として基本的には原料資源を輸入し，そして加工製品を輸出する

といった経済構造から脱却できないわが国の経済はこれまでのように，かな

5

いっそう多難な農

林業一今後の展望

注(3)新日本出版社；経済，

2，瑚大号,p.19
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確固たる政策の確

立を

り|剴由に上述のごとき経済構造に立脚しての経済の運営は困難となっている

こと

④今後》主としてアメリカからの要請もあってわが国の軍事負担額と発展途上

国援助額の漸増が予想されること

⑤正直にいってその対応策においてかなり後手を踏んだ今回の円高解決策の

一つとして国内消費拡大のための莫大な国債発行があったが，これは大蔵省

の試算にもあるごとく，今後，各種税金の増額が考えられること，などであ

り，かくして，今後の日本経済の前途は，せいぜいその実質経済成長率7％

前後，そして強いインフレ基調が予想されるのである

こういった一般経済の展望のもとでの農林業の動向はいったいいかなるもので

あろうか。それについて大胆にいえば次のとおりである。すなわち，

①今回の円高対策の1つとしての農産物輸入拡大においてみられるように,今

後，農林産物に対する輸入貿易においては保護政策がとられるというよりも

逆にいっそうの輸入促進政策が採られる可能性があること

②依然,続くと思われる重化学産業と農林業の間の激しい生産力の格差の存在

を考えると決して農山村における労働条件の不安定性と劣悪化（たとえば若

年労働力の流出等）は払拭されないこと

③これは林業分野に独自の事態ではあるが，巨大な過剰設備をかかえた重化学

産業，たとえば鉄鋼産業などは，おそらくこれまでよりもいっそう，激しく，

そして積極的,に内需開発に進出することを余儀なくされ，この結果，高度経

済成長の下でインプリシットリィに進行した木材需要の縮減動向が，すでに

間伐問題にその一端がみられるごとく漸次，減速経済の定着化とともにエク

スプリシットリィに現われ，拡大されていくことｶﾐ考えられること，などで

ある

このようにこれからの農林業の前途は，これまで，正確には高度経済成長期に

みられるよりもいっそう，暗く，そして多難であるといえる。

以上,存在(ザイン）の視点よりの率直な私見を述べたが,結論はいささか暗い。

しかしこういった事態の出現することは決して日本経済の正しいあり方からいっ

て決して好ましいものではない｡そこで当為の私見を若干加えてむすびとしたい。

その第一は，今後の自由諸国の経済は基本的にできるだけ開かれた自由主義経

済に立脚するとしても，これまでのごとく従属関係をもつ縦の国際分業ではなく，

横の関係の国際分業構成に努力していくべきこと（このための努力は日本だけで

はない)。

第二は，そういった経済関係の確立のためにも，人的資源以外に全くといって

もいいほど資源不足のわが国においては食糧，その他わが国の自然条件のもとで

比較的有利に育成できる諸資源，たとえば手前みそではなく森林資源などをでき

るだけ育成し，ストックすることが必要であること，などである。

いずれにしても，今日わが国は世界的視野に立っての確固たる経済ならびにこ

こでの主題である農林業政策の樹立が必要であるというのである。（完）
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けである。大正13年ひとまず保護獣とされ，幻

の獣といわれるほど減少してしまったのを復元さ

せようとしたが，ますます生息数が減っていくの

で，昭和9年に天然記念物に，次いで昭和30年

に特別天然記念物に指定され現在に至っている。

ニホンカモシカは北海道を除く日本列島に分布

するが,四国,九州では生息数は極めて少ない。通

常は峻険な岩山で生活しているが，低地帯にも漂

行してくる。岩場の平たんな場所を選び，年1頭

まれに2頭の仔をうむ。体毛は長く下毛は密で，

黒褐色，褐色，白色の3つの色相があり，3，旱

ともに角を持ち，牛と同様に頭骨の一部が突出し

たものに角鞘がかぶさっているもので，シカのよ

うに毎年脱落し新生することはない。蹄は左右に

よく開き，縁辺部が突出しているので，岩石上を

滑らず，歩行するのに適応している。樹木の葉

新芽，蘇苔類スゲ類を食物としているが，冬期

の食物の不足する時期には，樹皮を食べる。秋田

県の太平山での調査では，1頭の占有面積は10～

20haであった。しかし，これは環境の相違でかな

り変異がみられるから，一般的なニホンカモシカ

の1頭の占有面積と解釈はできない。

（1）特別天然記念物

天然の状態をそのまま残しているもの，特に著

名な種類，地域的に珍しいもの等を永く保存する

のを目的として，学界要望により，大正8年に’

史蹟名勝天然記念物保存法というのが制定され

た。当時は内務省の管轄だったのが文部省に移管

され，内容が多少変更されたりしたが,昭和25年

に文化財保謹法が制定されて，大正8年制定され

た法律はそのなかに含まれた。

法律の内容の動物の部では，

①日本特有種とその生息地

②日本特有種ではないが，日本で著名な種類

およびその生息地

③自然の状態下での動物の群集

④特有の畜養動物

⑤外国種でも，日本に定着した著名なものお

よびその生息地

⑥貴重な動物標本

などに相当する状態にあるものが天然記念物と

される。そのなかでも特に重要なものが特別天然

記念物となるわけで，ニホンカモシカはそれに相

当する。美術，建築の分野での国宝級に当たるわ
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日本列島以外では，台湾にニホンカモシカが分

布するが，近似の種類としては，東洋区鴎子江

以南インド大陸を中心にした動物の分布区）に1

種みられるだけである。しかも牛科中最も原始的

なもので，生ける化石とも称すべき珍種である。

（2）有害とされる現象

近年ニホンカモシカが，造林地で植栽したばか

りの苗木，ときには農耕地で作物などをそれぞれ

食害するという問題で騒がれている。被害量は，

判定する基準がまちまちなので，正確にはわかっ

ていないが，とにかく食害をするのは事実であ

る。初期のうちは，シカの食害と混同されたりし

て，事実の確認が困難だったがy最近の調査で，

それが明らかに認められるようになった。

被害の出始めた原因として，まず第一に指摘さ

れるのが，カモシカの個体数の増加ということで

ある。特別天然記念物になってから，従前のよう

に毛皮や角を利用するための捕獲が全面的に禁止

されたのが要因だというのである。確かにむやみ

に捕殺することが無くなったから，生息数が増加

したという常識的な考え方も当を得ていると思わ

れるが，そればかりではないような気がする。動

物学的にいうと，生息数が増えてくればくるほ

ど，彼らの生活の場をより広げて確保していかな

ければならないのは当然のことなのである。しか

し現実には，むしろその逆の現象が起こってい

写。1m足で雷をか

き，コカンスゲを掘

り出しているカモシ

カ

る。林業では奥地山林の開発が進み，これはカモ

シカの生息環境の破壊につながり，生息地域を狭

ばめる結果をもたらしている。ために，カモシカ

は餌を補充するために，山地だけでは充足でき

ず，広い範囲を坊侭するはめになり，そのような

地域に造林地があり股耕地があって，若木や農作

物があるのだから，まずこれを食物の対象とする

はずである。大型動物を保謹するための保謹区を

設定するさい，動物の食物を供給するために，乾

草をまいたり，荒畑をつくり食物となるような作

物をつくったりして餌場を設ける。ちょうど，カ

モシカの生息環境の中に造林地や耕地をつくるの

は，結果的に，カモシカの生息区域内に餌場をつ

くったのと同じことになり，被害が起こるのは当

然といえよう。このように考えてくると，カモシ

カの生存と人間の生活との調和をはかるうえに，

考えなければならない一つの方策として，人間が

生産をはかる他方，彼らの居住権も限界はあるが

認めるのが，カモシカの保謹，いや日本の文化を

守るうえに必要なことがらではないだろうか。

（3）どのように考えたらよいか

カモシカの生存環境の温存と人間の生活範囲と

の調和を考えなければならない意味のことを述べ

てきたが，どんな所に重点をおいて扱ったらいい

かについて少し述べてみよう。この項では，細部

にわたる具体策ではなく，甚本的な考え方につい
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写・2カモシカが好んで出没するスギ幼齢林（秋田県

太平山，赤坂猛氏による）

ての見解を述べる。

動物の保謹を考えるさい，日本では管理を重要

視しなければならない。管理というのは，保謹し

ようとする動物の生態を十分研究し，それを土台

にして施漿を立てるのを指している。日本のよう

に国土が狭く，しかもII1岳地力f多く平地は総国土

面積の15％内外しかないような所に，1億人の人

がひしめき合って生活している状態では，大型動

物と人間が生存するために，よほどしっかりした

住み分け分野を策定するのが，まず必要だという

ことである。極限の状態を考えると，人間は増加

していく一方なのだから，動物が生存しえる範囲

を集約的に，また内容を充実した状態に保てる最

小限度の地砿を確保しなければならない。言い換

えると，動物を-|-分管理し，時代の流れに即応し

た状態に常に位置づけることである。アフリカや

アメリカ大陸のように，まだ広い地積にわたって

人間の影響をあまり受けていない区域を持つ状態

とは異なっているのだから，日本の国柄に適応し

た特別の対応策が必要だと考える。カモシカに例

をとると，日本列島のなかで，カモシカの比較的

生息数の多い地域を何カ所か選び，個体の占有面

積から，その地域には何頭ぐらいが生存するのが

適当かを動物学的な見地から計測する。そして継

続的な調査で，適切な生息数の限界を超えたら，

間引いていくというような考え方である。もちろ

ん，人為的に餌を与えることによって，限度はあ

9

るが，計測上の個体数より多くの個体数を維持す

るのは可能趣のである。餌も与えず，個体も間引

かず，増えるままに放置しておくのは，かえって

良い結果は得られ道い･増えてきた個体は，それ

ぞれのなわ張りを持つから，そこに集団をしてい

る群は，だんだん生活圏を広げざるを得ない。し

たがって，造林地や農耕地へ出没する結果とな

る｡またたとえば，ある嬉域#に出られ葱いよう
な状態においたまま放置すれば，栄養失調症を起

こし，群全体が不健全な個体の集団と化す｡,こ‘れ

こそ，その動物を保護し，増加をはかる目的とほ

むしろ逆の現象が現出される。だから，常に注意

深く監視をし，適当な地積に適切な個体数が生存

するように，人力で調整する必要がある。これを

筆者は管理するといっているのである。アメリカ

にはアメリカバイソンという野牛がいるが，これ

が今いったような状態に置かれている。常に専門

家が聴視していて，個体数が増えると，最適の生

息数に減らして調整する。そのさい体格の貧弱な

もの，病気の症状を呈しているもの，角の不整形

のものなどを注意深く選んで間引いていく。こう

してこそ，一定の地域に一定数の健康な個体を保

全していけるのである。動物の種類，生息してい

る地理的の位置，その環境の相違などで，単純に

割り切るわけにはいかないが，バイソンのような

管理下におけば，人間の生活とそう激しく衝突す

ることもなく，保護していけるはずである。一度

天然記念物にした以上一頭も捕殺してはならない

というようなかたくなな考え方は，このさい一考

を要するだろう。

他方，最近世界的に注目されているのだが，稀

少動物の人工増殖問題がある。人為的な原因で絶

滅へと追い込まれそうな種類，種類自体が持つ要

因のために生息数が減少していく種類などを，人

工的に飼育して，増殖をはかり，種の絶滅を防ご

うという考え方が強くなり，各国がそれに力を注

いでいる。また今まである種の動物が繁栄してい

たのが，現在絶滅してしまったような地方へ，他

地域から動物を導入して，復元をはかるようなこ

とすら行ぽわれている。またイタリーの山地で行



10

聯

京、

；

〆

なわれているのだが，わずかしか残っていないオ

オカミを保謹するため，彼らの食物の対象になる

シカを外国から移入して，オオカミの生息地へ放

すような施策をしている例もある。ニホンカモシ

カについては，現在各動物園で捕獲したものを飼

育し，その人工増殖の技術を完成しておくべく努

力中で，1977年3月現在で，834頭，早37頭計

71頭が飼育され，それらから33頭の仔が生まれ

ている（以上の数値は，日本動物園水族館協会の

資料による)。

（4）害を防ぐにはどうしたらよいか

目下の所，これといった良い方法は見当たらな

い。良い方法というのは，化学実験のように，薬

品を駆使して，赤い色彩をたちまち消し去ってし

まったり，数学の式を解くように，はっきりした

解答を得るように，明確にこの方法に限るという

名案はない。生物を対象としている以上，様々な

条件によって，複雑な動きをみせるのは当然で，

そう簡単に問題を解決できるようなうまい手段が

あるわけはない。近年カモシカの被害を防ぐのに

柵をめぐらす案がでている。ある一部の人は，そ

んな単純な原始的な方法しかないのか，と反問し

たが，被害を軽減する目下の良い方法だと考え

る。事実ドイツでは,造林地をシカ，ウサギ,家畜

の食害から守るための針金の柵を市販している。

下の段の針金は間隔を詰めて，ウサギが侵入しな

いように，上の段は間隔を広くとってある。林業

の形態が日本とは異なっていて，平地林が多く，

写・左樹幹に残る食

痕

右クマゲラ

秋田県森吉山地に生

息するクマゲラ，本

種は本海道に生息す

るが，本州では，当

地域にしか分布しな

い

（小笠原鴬氏による）

日本のように急峻な山腹などをあまり造林地とし

て利用していないと聞くので，事情が異なると

思うのだが，決して思いつき程度で，針金柵を推

しようしているわけではない。さらにドイツの場

合には，シカとかキジは森林の副産物として重要

視され，狩猟などに増やしたシカを利用させ，経

済効果も上げられるという特殊事情がある。森林

の主要部分を保護するために，特に投資しても，

森林を基盤に増殖した狩猟動物によって，それが

ある程度回収される。動物保護という問題には，

動物学的な要因ばかりではなく，根源を深い所で

とらえてみると，経済機構の仕組などに密接な関

係があるのがわかる。我々がよく口にすることだ

が，生態的防除という言葉がある。経済機構や社

会の仕組まで問題を掘り下げるのは容易なことで

はないし，論議も広がって，実のある結論がなか

なか出せないような状況下で，せめても，経済的

な立場も考慮した，しかも実現可能な，動物の生

存環境と人間生活の調和を考えた日本的な手段と

して，このことは重視してもよいと思う。すなわ

ち，動物の習性を利用して，人間の経済効果に多

少の機牲を払うのは覚悟のうえで，被害を少なく

しようという姿勢である。カモシカの被害軽減の

目的に針金柵を使用するのもそのひとつだが，キ

ツツキの被害をもうひとつの例としてこの問題を

考えてみる。

キツツキが樹幹や山間の電柱に孔をあけて損傷

を与えるという話をよく耳にする。また実際に，
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そうすれば，立木への被害は減るし，キツツキの

保護にも役立つという両面の効果が上がるはずだ

と思う。天敵的な動物を他から移入するとか，環

境の造成に多くの経費をかけて，減らそうとする

動物に対する天敵になるような特殊動物を誘引す

るとかの大がかりな施策をしなくても，方法はか

なりあると思う。

カモシカの天敵といえば，おそらくクマぐらい

のもので，他にいない。そのクマも樹木に害があ

るということで駆除され，また狩猟や人間に危害

を及ぼすとして捕殺され生息数がひどく減ってき

ているので，カモシカの敵は目下の所人間しかい

ない。このような状態に放っておけば，いろいろ

な不都合な現象が発現してくるのも当然である。

特別天然記念物に指定するのは文化庁であり，

その生息場所を提供し管理するのが林野庁，動物

を保護管理するのが環境庁となっている。このあ

たりにも，野生動物の保謹ならびに生存環境の保

全と，人間生活の範囲と動物の生活範囲の調和を

整えるうえに，困難性があるように思える。

（いけだしんじろう・世界野生生物基金

日本委員会常任理事）

整備されたヒノキ林内にしつらえられた椎茸の

「ほだ木」がキツツキに食害されているのを調査

した経験がある。キツツキが樹幹をつつくのは，

まず餌を探すため,それから巣孔をほる場合,くち

ばしの徒長を防ぐ目的というように，キツツキ自

身の本能に基づくものであ｡る。ノウサギやノネズ

ミのように生息数が増えてきた結果として，木を

傷めるのと多少意味がちがう。その証拠に，キツ

ツキの被害を受けた現場に行ってみて，そこにキ

ツツキの姿をみつけたことは，一度も経験したこ

とがない。もし，キツツキの害が生息数の増加に

よるものなら，その付近に姿がみられるはずなの

である。このような現象から，造林地を造成する

場合，ある一定の単位面積内に必ず枯木を残す。

もし，枯木がはじめからなかったら，電柱のよう

な柱を人為的に立てていく。そうすれば，キツツ

キが，椎茸の「ほだ木」をつついたり，生木の幹

に穴を開けたりするのがずっと減るはずである。

造林地の経済効果には多少の負の面は出るだろう

が，その負担を最小限に止め，しかもキツツキが

ある程度満足して，生活しえる潔境をつくる。こ

のへんが生態的防除のかなめになるはずである。
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単なる組合史に終わることなく、汁邪
閲における戦後の雁木流通令般の礎避に
ついて語りながら、そこに組合鋤勅さ力f
浮き彫りにされるよう獄を〃11,た㈲’1世後
原木流通史を5年ごとに灰分してたどる
第1綱と、今日の細介をﾘ11つた人勾によ
る座談会によって塊jﾙ鋤ﾉ〃を､【』録した鋪
2糊、さらに帆合参加Ⅱ㈱tを紹介寸一る鋪
3網とからなる。いずれも班揃な涜料を
駆使しており、、般グ)縦昔の側I蝿にも｜・
分答えられるものである．

ホイ;ｵに関係ある行政官庁、輸入商社、
そして広く業界の方々が、本浴のなかか
ら時代の流れを抗み取られ、あわせて将
来への方向づけに何平かのお性にkつこ
とができると確侭寸.る。

Ⅱ】11Ⅱ11ⅡⅡⅡⅡⅡⅡご注文・お問合わせは皿'',…･･･････…

東京都江東区東陽5－30－13

東京原木協同組合
電謡（03)649-8111㈹

甥

斗｡一己･由一 守口－F■一ロ' 一一 一一一■
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ブ
ナ
天
然
林

森本城生

ブナの天然更新
年の「新たな森林施業について」において国有林野事業

における天然林施業が位置づけされたが，その技術を普

及するために，モデルとしての施業指標林を設定したの

は最近であり，まだ技術が定着したとはいい難い。

Ⅱ施業技術

皆伐母樹保残によるブナの天然更新に関する，施業技

術を要約すると次のようなこととなる。

1．稚樹の消長

①天然林内の雅樹の消長

稚樹は豊作年の翌年には大発生し，並作年の翌年にも

かなり発生する。発生した稚樹は，最初の1年間に激減

するが,とくに発生年の秋までにかなり枯死してしまう。

その後も毎年減少し，数年間のうちに多くの所ではほと

んど消失し，わずかな水数しか残らなくなる。天然林内

で，古い稚樹が非常に少ないのはこのためである。

地被植物のうち，とくに更新上問題になるササの多

い，少ないとの関係では，うっ閉した天然林下という条

件が大きくて，雅樹の発生，残存にあたえる影響の差は

あまりみられない。

②適度に抜き伐りされた跡地の稚樹の消長

苗場山更新樹種判定試験地での例が報告されている。

ここは，豪雪地帯のブナ林跡地に，どのような樹種を植

栽したらよいかの判定盗料をうるため，昭和27年にス

ギ，カラマツ他を樋戦した試験地である。海抜高1,100

mの緩斜地で，林床にはチマキザサ，チシマザサが密生

している。

この林地の履歴を調べてみると，昭和21～22年にブ

ナの天然林を伐採率40％ぐらいの割合で，雪上で抜き

伐りし，27年に上記樹種を植栽し，以後残存木を数本

伐採31～32年には全部を伐採した。下刈りは27年か

ら34年まで連年8回，36年以降も何回か行ない，現在

に至っていることがわかった。現在は，スギが成林して

いるが，その中に発生したブナも育成している。

はじめに

日本のブナ林は温帯を代表する森林で，本州を中心に

広く分布し，日本海側のブナーチシマザサ群集と，太平

洋側のブナースズタケ群集に大別されるが，日本海側の

ブナ林は蕊雪地淵:とも一致し，森林施業上|棚題の多い地

域である。

国有林におけるブナの蓄積は,10,792万nl8に及び，

そのうち，渡島半島から福井県までの日本海側に69％

が存在する。ここでは，日本海側ブナ林の天然下種更新

について，国有林における技術の現状を雛理してみた。

Iブナ林施業技術の経緯

この問題について本格的なとりくみが始まったのは，

l1召和13年に山林局指示によって，関係各営林局のブナ

林施業に関する基礎的調査が実施されてからであるが，

その後戦争によって中断された。当時の方1句としては，

前更作業がもっとも適当とされていた。したがって，皆

伐や択伐作業を行なうのは，いずれも利1猫が林分内に十

分発生していて，それ以上に本数の増加を期待しなくて

も更新ができる見通しのある場合に，はじめて実施され

るものであるとし，たとえこの皆伐作業が行なわれると

きでも，簸低20～30％の母樹を残存させることが，更

新ならびに林地の保護上必要とされてきた。

その後昭和36年になって，木材増産計画が実施され

るにおよんで，天然林についても更新ならびに保育を早

急に実施すべきであることが指向され，稚柵の刈出し，

地表かき起こしなど天然更新に対する補助作業を，林分

を選んで実施するほか，常に実行の成果を把握して，従

来の方法と比較検討できるような資料の整術をはかりつ

つ，試験的態度で実施されてきた。

このようにして，ブナに関する研究が進むにつれて，

稚樹の発生消長が漸次明らかとなり，多様な林分の条件

により広く適合する方法として，皆伐母樹保残による天

然下種更新法がとられるようになったのである。昭和48
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表･1苗場山更新樹種判定試験地における

ブナの更新状況(ha.1970年調べ） k線は平均値

15
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－

381241
1

刷
棚棚51015202530

；：“",剛…蝉”
図・1方向別，距離別ブナ種子の飛散粒数

ということである。

こうした施業を効率よく的確に実施するための作業技

術について次に整理してみた。

Ⅲ作業技術

1．伐出作業

母樹保残によるブナの天然更新施業においては,ha当

たり30本程度の母樹が保残されるが，この母樹を損傷

することなく，伐採や搬出作業を行なわなければならな

い。伐採作業は70％程度の伐採率であるため，皆伐作

業に比較していくらか手数がかかるとしても，熟練すれ

ばほとんど差はなくなる。

菜材作業においては，皆伐と同様の作業法で実行する

ことは困難で’択伐や間伐に似た作業方法となり，母樹

を保謹し作業功程の低下を最小とするために，どのよう

な搬出方法を採用するかが問題となる。

20度以下の綾傾斜地では，トラクタ集材が有効であ

り，各所で行なわれている択伐作業の技術がそのまま使

用できる。中急斜地では，集材架線によることとなる

が，ここに，ブナの天然林施業に適する代表的架線方式

の概要を示す。

（1）エンドレスタイラー式横取規制型（図.2）

俗にコレクター集材と称し，図のように特殊な滑車を

経由して，引戻索を中間滑車に固定することにより，つ

り荷を主索にほぼ直角に誘導する方法で，母樹保残帯，

保謹樹帯などを損傷することなく集材できる。直角集材

の代表的な方法として全国的に使用されつつある。

大～中型の3胴集材機を使用して,300～1,0001nの

長スパン集材に適し’職取りは90mi程度まで可能であ

るが，引込み索の付け替えのため副作業が多くなる。

（2）フォーリング式椎取規制片持滑車型（古丹別型）

（図・3）

目的意識的ではないが，上木の伐りすかしに加えて，

頻繁な刈払いが併用されるなど，ブナの更新にもっとも

適った処理が行なわれた結果，表.1にみられるように，

ブナが見事に更新した例である。

2．ブナの結実周期

結実年については，相手が生き物なので機械的にはい

えないが，坐作年は平均して7年目（4～8年）ごと，

並作年は隔年ごとに致来すると考えてよいようである。

3．種子の飛散距離

前田らが苗場山で試験した結果は図.1のとおりで,更

新に必要な有効飛散鮭を1m2当たり10粒前後とした場

合,樹冠外5mが有効飛散距離と考えてよいようである。

4．母樹の残し方

母樹の避木は，径級50cm以上の，樹冠のしっかりし

た形質優良な健全木で，保残期間中耐えうると思われる

ものを目安として逮ぷのが理想的であるが，実際におい

ては，林の椛成状態，母樹の配置などみてきめねばなら

ぬ問題である。現在国有林では,30cm以上を基準とし

ているところが多い。

母樹の配置は，樹冠の半径プラス5mの円で全林地を

覆うことが必要であり’例えば径級50cmのものであれ

",ha当たり32～33本を単木的に残せば，計算上更新

に必要な量のたれが，林地にまんべんなく飛散すること

になる。

5．地床処理

ブナの天然更新を成功させるためには，上木疎開とあ

わせて地床処理が必要である。地床処理の基本である刈

払いを，どういうll寺期に何回くらいやってやれば良いか

はまだ明確になっていないが，伐採前の地ごしらえを含

めて3回くらいは予定すべきであろう。

以上述べた皆伐母樹保残によるブナの更新の基本は，

母樹になりうる上木を適正に残存させ，あわせて地床処

理も行ないながら，新たな下種更新によって進めていく
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図･2 図･3 図･4
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業
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天然
更新
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業

従来フォーリング式では横取規制が困難とされていた

が，特殊な片持滑車を使用することにより直角集材を行

なうことができるようになった。

これは旭川営林局古丹別営林署において開発した方法

であり，大～中型の2胴集材機を使用し，スパン長300

~800mに適し，機取りは60～90m可能であるが，引

込索の付け替えはフ乳･一リング式と同様である。

この方式の特徴は，①器材が少なく架設も簡単にでき

る’②器具の製作識が安価である，③架線が急勾配にな

ると直角集材に難点がある，等である。

（3）ホイスチングキャレージ式複エンドレス型(図.4）

2本のエンドレス索を使って荷揚げ索を内蔵する特殊

撤器により集材する方法で，索張りが簡単で運転も容易

なので民間を中心に広く利用されている。この方法は，

中～小型の2胴集材機を使用し，スパン長500m以下の

中距離用の集材に適し，横取り幅は,0～30mである。

その特徴は，①作業索の垂れ下がりおよび引戻索がな

いので稚樹や母樹を損傷させない，②荷揚げ索は強制的

に引出されるため，引込みや荷掛け，荷却しが安全容易

である。③荷揚げ索ドラムの巻込量が少ないので職取り

幅が限定される，等である。

（4）フォーリングブロック式エンドレス・フック型

（臼田型）

帯広エンドレス式に，16～24mmのスカイラインを

設けて改良した（臼田営林署）方法で，中～大型の2胴

集材機を使用し，スパン長は300m程度の短距離，横取

糠込
み

禁伐及び施
業見合わせ

りは40m程度までである。

その特徴は，①架設が簡単である，②横取りは引寄索

1本で直接引き出すため保残木の損傷が少ない，③主索

は低く張る必要がある，④引寄索は入力で引込みするこ

と，等である。

2．造林作業

天然更新補助作業には，地ごしらえ，稚樹刈出しおよ

び下刈りといった作業がある。地ごしらえは伐採前に行

なうと効果的で，伐出作業もしやすく，チシマザサの密

生地では，再生力をかなり抑制できるようである。

比較的平たんな林地ではトラクタ等の大型機械による

刈払い作業が行なわれるが，伐採前地ごしらえの場合，

林内の作業が立木に妨げられるので，その適用は林分内

容により限定される。現在の林内作業車が走行できる傾

斜は，15～20度以下であり，20度以上の林地でも自由

に走行できる，小型の林内作業車の開発が待たれる。

可搬式刈払い織等による作業は多くの労力を要する作

業であり，ササ密生地の地ごしらえをする場合は全刈り

で15～20人/haを要し，筋刈りの場合でも10～15人／

haを要することとなる。

このほか，植生の状態や，周囲の環境に配慮しながら

除草剤によって処理する方法がある。



15

〔p
表･4伐採前地ごしらえによる植生の変化

一
囲
ｍ
８
０
０
ｌ
切
帥
一
娼
躯
”
だ
鮨

一
岬
一
Ｃ
封
耗
粍
罪
罪
一
串
娼
串
罪
串

雨
ｌ

ム
ク
、
《
．
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
０
ｌ
‐
１
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
１
１
１
１
１
０
８
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
０

２
均
筒
函
旧
叫
蝸
釦
創
岻
諏
泌
娼
肥

後
平
樹琢
溺
璽
⑫
釧
一
釧
劉

払ＩＸ

珂
罵
釧
潔

Ｉ前

樹種塩

＠
ぬ

刈払

出現平均
頻喚樹高

つ
ぐ

｜

｜
切
帥
一
娼
躯
”
だ
鮨

、
８
０
Ｏ

Ｃ
１
３
３

５
８
７
歩
罪
一
串
娼
串
罪
串

一
一
一

日
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
日
Ⅱ
１
０
１
１
△
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９
Ⅱ
８
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
６
８
８
１
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
９
Ⅱ
１
Ⅱ
ｎ

ｍ
０
４
６
０
１
６
９
６
８
８

ｃ
１
１
ｌ
〆
０
２
１
２
２
１
１

％
鯛
一
記
鉛
旧

cml
l7

56

191'

420

32

151

101

36

43

ナフ

○
己
一
ｃ
種

つ
画
ロ
画

イタャカエデ

ウワミズザクラ
ゴンゼッ

キミ
モジ

メノキ
オキ
モチ

ルシ

ロ

オカ
メア

ダ

メ

ツ
ク
急
オ
ヒ
ヒ

100

88

88

88

881

Eコ
ー

ブナの花芽（昭和50年10月）実物大

1,941千粒の健全種子が供給され，翌年の5月において

は，925千本/haの稚樹が発生したが,同年の7月24日

時点では143千本/ha,10月16日時点では52千本/1]a

に減少していた。

2．秋田営林局生保内営林署

概況：田沢湖の北方で海抜高900～1,000m,平均気

温12｡C,年降水麓2,400mmの林分16.32haを昭和

51年度に実行した。

母樹保残：母樹は種子の飛散範囲，集材作業を考慰

し，主索方向に直角に配列し，母樹間の距離を25～30

mの列状保残とした結果|,ha当たり25本となり，その

伐採率は78％であった。

集材方式：集材方法は，緩斜地の2.04haをI､ラクダ

集材とし，他はエンドレスタイラー式横取り規制型（ブ

ーメラン使用）を採用し，作業索のからみ合いを防ぐた

めサイドアームキャレジを使用したが，ブーメランおよ

びホールバックラインの移動作業に毎回40～50分を費

やしたたM),7人セットで19.1m3/日の功程となり，

皆伐に比べ;て20％の減となった。

造林作業：チシマザサを主とするササが密生（総樹高

法により40m/m2)していたので，伐採の前年に全面刈

払ったところ，現在でもチシマザサの再生は鈍く，かん

木類植生の様相を呈する(表・4)。刈払いに要した労力は

16人/11aであった。植生の総樹高が15m/m2を越えた

時点で下刈りを行なう予定である。

稚樹：伐採翌年の52年7月にブナの稚樹を澗査した

ところ，34千本/ha碓認された。

3．長野営林局飯山営林署

概況：カヤノ平自然休謎林に近い，海抜高1,450～

1,570m,平均気温5.5｡C,年降水盤2,500mmの林分

4833110~70チシ マザサ】00277165~410

注)5o年9～10月刈払い,52|年9月調査

Ⅳ施業の実行例

以上掲げた施業法および作業法の技術が，現地におい

てどのように生かされているか，いくつかの実行例を紹

介しようC

l、函館営林局桧山営林署

概況：渡島半島南部の日本海側で海抜高200～560m,

平均気温7～8｡C,年降水量1,300mmの林分556.18

haの施業を実行した報告がある。これは，林分構造に

よる「林型区分」と馳形区分」を行ない，現地踏査の

結果を含め，施業の指針ともすべき「施業区分」をし

て，昭和49年に実行したものである。（表｡2.3）

母樹保残：胸高直径30cm以上の枝張りのよい,樹冠

のしっかりした健全木を選び，点状に配置した。この場

合，集材機による作業箇所については，地形を考慮し集

材時の横取りが容易になるよう配慮した。その結果，胸

高直径34cm以上のブナが30本保残され，伐採率は73

％となった。

集材方式：エンドレスタイラー式で，事情の許す限り

全幹集材を行ない，普通集材を少なくした。いずれの場
又

合でも横取りは直角に行なわなければならないので，全

幹材の場合1～5本を主索下に引き寄せてから，引戻索

をはずして集材したが，その功程は皆伐作業に比較し

30～|50形低下した。

造林作業：ほぼ全面に中程度の密度で生育していたク

マイザサを全刈し，筋置き地ごしらえとした。また，

0.02ha～0.50haの空間部分に植込みした結果，活着率

は良好であったが，成長はわるく，植え込む穴はある程

度の広がりが必要と考えられる。

稚樹：昭和49年はブナの豊作年であり,1ha当たり
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’｡．""｡．48995044
を魚骨状伐採により，昭和48年以降実行している。

母樹保残；魚骨状母樹保残方法を採用し，伐採帯は

20～25m幅，保残帯は25～30mとして保残帯の中か

らも母樹を除いたブナ，カンパ等の広葉樹を伐採した結

果,36*/ha(胸高断面積合計6m3,平均直径46cm)

の母樹が保残され，伐採率は約70％となった。

菜材方式：集材架線による方法とトラクタによる方法

を条件によって使用した。集材架線は3胴集材機を使用

したコレクタ集材方式により，全幹集材を実行したが，

その功程は皆伐に比較し86％であった（図・5)。トラク

タ集材は全幹集材を原則とし，一部半幹集材で実行した

が，その功程は8.18m3/人日で皆伐の91%となる。

造林作業：地床処理は行なわなかった。

稚樹：48年に豊作で，49～51年度に事業を実行した

箇所の調査結果は，表･5のとおりで，バラツキが多く

更新を期待する雅樹としては，わずかである。

4.名古屋営林局荘川営林署

概況：白山の山麓で海抜高1,200～1,550m,平均気

42

エンドレス
481650303304506．8336

タイラー式

温5～7｡C,年降水量2,354mmの林分432.77haを昭

和45～52年に実行したものである。

母樹保残：樹冠半径プラス51nを半径とする円で林地

を職うことができるよう点状に配置し，胸高直径30cm

以上の母樹を40本/ha保残した結果,伐採率は68%であ

った。

集材方式：エンドレスタイラー式，エンドレスタイラ

ー式横取規制型（コレクター使用）およびホイスチング

キャレージ式複エンドレス型の三方式を実行し，いずれ

の方式においても40本程度の母樹が保残された（表．

6)｡その作業はいずれも4人セットで行ない，，人当たり

6.26～8.05m8/日であったが,皆伐作業には及ばない。

造林作業：地ごしらえは，結実との関係で伐採前に行

なうか，当年度に地ごしらえするかを決め，その方法は
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があるが，天然林の収謹箇所では220年を要していた。

このような，現存する若齢林分を解析することにより，

成長の予測と密度に関する有力な資料が得られるように

思う。

5．伐出作業と母樹の保残を調和させることにより，

作業効率の点で良い結果を得た例があるが，補助植込み

の必要性とも合わせて，施業の総コストを低くおさえる

作業体系の選択技術が検討されなければならない。

6．架線による集材作業における，幅作業の軽減は切

実な問題であり，槻械器具や作業システムの改良に努力

がなされている。

おわりに

新しい技術の|}M発は，決して一朝一夕に成るものでは

ない。とりわけ林業技術は，その対象が自然の中で長期

間にわたり生育する樹木であるだけに，資料の収集には

困難を極める。

ここにあげたブナの天然更新技術については，いまだ

不明な点も多いが，関係者の努力によって，確実に進展

していることは，ぎことに喜ばしいことである。これら

努力の結晶を，着実に施業の中に生かすため，現場担当

者のよりいっそうのご尽力をお願いしたい。

（もりもとくにたか・林野庁業務課）

文献

前田禎三ブナの天然更新施業，これからの森林施業

秋田営林局天然下秘I獺の施業方法，ブナに関する

文献集

長野営林局ブナ林の天然更新を主体とする施業法

52年度国有林野蔀業統計書（51年度）

上田実他架線による間，択伐木集材法

4m刈払い6m残す筋刈りとしている。

稚樹：稚樹の生育状況は表・7のとおりで,ha当たり

4,500～118,900本/haを数えるが,苗高30cm以上に達

したものはわずかであるが，その数は伐採以来確実に累

積していること，伐採率54％の箇所より70％の箇所が

より成長していること，無処理区より処理区の方が成長

していること等により，施業方法について確信を得た。

V今後の技術課題

ブナの天然更新に関する基本技術と，最近における実

例を検討したが，これらをふまえて，今後解決されなけ

ればならない技術課題は次のような事項となろう。

l.函館局の例にあるように，施業対象林分の内容を

よく観察し，空中写真等のデータとも合わせて，皆伐，

皆伐母樹保残，択伐等に施業方法を区分し，公益的機能

との調和をはかりつつ，モザイク的な施業を行なうこと

が理想といえる。そこで，地床植生や稚樹の状態等によ

ってどのような施業を選択するかが問題となるが，これ

は，スギの人工造林施業との関係も含め，各地の現況に

合わせて検討されなければならない問題である。

2．造林作業については，下刈りおよび稚樹の刈出し

の作業を行なう時期，回数および効率のよい作業方法が

解明されなければならない。

3.ha当たり30～40本程度保残された母樹を，何年

目に，どのような方法で伐出するか，また雅樹への影響

はどうであるか等についてはいまだ不明である。

4．ブナの二次林に対する成長予測および除伐，間伐

に関する密度調整の問題が未知の課題である。

私の経験では，人工造林地の伐採箇所において,72年

生のブナが胸高直径54cmに成長しているのを見たこと

弔
埒
０５

ナ
チ
ブ
ト

CIn

40



18

…

夢

殆
ペ
ニ
ー

『
画
幅
言
一

口

、

咋
畢

§出皀

"AI,.n乱

ドゞ

参
ロ
叩

一

園 認
■■■■■■■

』

｢、
、 完

､ 華￥

1］

l▽両一望

輯

るのは，前者の貿易分野における一次産品問題と

しての熱帯木材貿易問題である。
はじめに

熱帯木材とは東南アジア，アフリカ，中南米等

の熱帯地域で生産される木材･を指しているが，わ

が国では南洋材という呼び名が一般的である。こ

れらの熱帯木材･の生産国はいずれもいわゆる発展

途上国に属していることが特徴的である。

一方,UNCTAD(UnitedNationsConference

onTradeandDevelopment)は国連貿易開発会議

と邦訳されるが通常アンクタッドあるいはウンク

タッドと呼ばれている。これは,国連総会に直属し

た機関で,加盟国数は西ドイツ,郷国などの国連未

加盟国を含んでいるため国連自体のメンバーより

も多い。その目的は発展途上岡の貿易と経済開発

の促進で，全加盟国の参加する総会を原則として

三年に一回開催する規定となっている｡UNCTAD

の機能にみられる一つの特色は，他の国際機関の

ように個々の国がそれぞれの国益に基づいて意見

を主張したり交渉に臨むのではなく，発展途上国

が集団を形成して先進国に対していろいろな要求

を打ち出すことにある。このようにUNCTAD

は，地球の南側に位置する貧しい発展途上国と北

側に位置する富める先進国との間の南北対決の団

体交渉の場といえよう。これまで発展途上国側

は，貿易の分野においては，一次産品の先進国市

場への輸出の拡大を通じての所得の増大，このた

めの具体的措置としての商品協定の締結等を先進

国に迫るとともに，経済開発の分野では，援助の

量の拡大（国民総生産の1％）と質の改善要求を

先進国にたたきつけてきた。この小文でとりあげ

世界における熱帯木材貿易の概況

熱′淵;木材の主たる生産地域は，東南アジア，西

アフリカ，中南米の三大地域である。熱帯木材の

!愉出は，東南アジア地域が最大のシェアを有して

おり，近年においては，丸太の8割，製材の6割，

合板等木質パネルの6割を占めている。東南アジ

アからの輸出品目の中では，丸太が最重要であ

り,'lin出額にして熱帯木材全体の4分の3を占め

ている。東南アジアに次いで輸出の多いのは西ア

フリカであり，ここでも丸太の形態での輸出が最

重要となっている。中南米からの輸出品目の中で

は，丸太の地位は最低で，製材および合板等木質

パネルといった形態の加工品が重要である。

熱帯産丸太の交流状況をみてみると，最大の輸

入国は日本であり，全世界の輸入量の半分強を占

めている。次いで輸入量の多いのが韓国，台湾で

あるが，これは国内で加工して，主として合板の

形で再輸出するためのものである。以上の極東の

三国への輸出は，ほとんどすべてが，インドネシ

ア，マレーシア，フィリッピン等東南アジアから

行なわれた。熱帯産丸太のその他の主要な輸入国

はフランス，西ドイツ，イタリー等の欧州諸国で

あり，これらの輸入量の9割は西アフリカからの

ものである。このように，熱帯産丸太貿易の一つ

の特色は,東南アジアから極東へ,ならびに西アフ

リカから欧州へという二大ブロック貿易にある。

北米（アメリカおよびカナダ）の熱帯産丸太輸入



、

は無視し得るほど少ない。

熱幣産製材の産大の輸出先は欧州であり，欧州

市場においては東南アジア産のものが圧倒的な地

位を占めている。一国だけをとるとアメリカが第

1位の輸入国であり，中南米とアジアがほぼ等鐙

ずつ供給している。日本とオーストラリアもま

た，熱帯産製材の主要なi1iji入国である。

合板の輸入市場としては，アメリカが飛びぬけ

て璽要であるが，これらのほとんどすべてがアジ

アからのものであり，韓国および台湾のシェアが

大きく，次いでフィリッピンの輸出が多い。合板

のその他の主要輸入国は日本とイギリスである

が,日本への輸出国は騨国と台湾,イギリスへのi愉

出国はマレーシアとシンガポールが主体である。

近年における熱帯木材貿易の不安定性の増大

とUNCTADによる問題意識化

1973年にピークに達した世界経済の好況は，同

年蕪れの石油ショックを契機として，1974年以降

急速に落ち込み，熱帯木材貿易にも大きな影響を

与えた。すなわち，この世界的な大不況は，先進

消費国における熱帯木材需要を激減させ，生産国

および消費国において在庫が増大した結果，輸出

価格は著しく下落し，時として生産費を下回るほ

どであった。かかる打撃は，特に東南アジアと西

アフリカにおいて痛切であったが，わが国と関係

の深い東南アジアについて，この間の事情を今少

し詳しくみてみよう。

新設住宅着工191万戸という未曽有の記録を出

した1973年におけるわが国の南洋材輸入量は，

年間史上最高の2,700万nl8となった。同年馨れ

の石汕ショックは買い占め売り惜しみという風#ﾘl

を生んだ結果,1974年中ごろまでは南洋材の輸入

獄も引き続き高水準で推移した。しかし，一方で

政府の総需要抑制策等の影響もあり，1974年の新

設住宅着工量は132万戸と前年比69％に落ち込

んだため，需要量は減少に転じ，特に7月からは

激減の様相を呈した。このような国内経済の動き

の中で，わが国の南洋材輸入は，まず産地価格の

引き下げを図りながら，輸入量はある程度確保す

19

るという形で進められた。結果的に，1974年にお

けるわが国の南洋材輸入量は2,500万Xn3となり，

前年比1割減にとどまった。しかしながら，1974

年におけるこのような需給ギャップは膨大な南洋

材在庫となって表面化し，翌1975年の南洋材輸

入量は1,800万nl3と，前年比3割減，金額ベース

では前年比5割減と実に大幅な落ち込みを示した

のである。こうして，1973年の木材ブームの中で

積極的な新規投資を行ない，生産規模を急速に拡

大してきた産地国では，価櫓の下落，輸出数量の

激減という二重の衝撃にみまわれ,1974年中ごろ

からは現地における生産業者の倒産，失業者の増

大等が発生した。

このような情勢の下で，生産国は輸出所得維持

のため団結を開始した。すなわち東南アジアでは

政府の支援を得て「東南アジア木材生産者連合会

(SEALPA)」アフリカでは政府ベースの「アフリ

カ木材機構」がそれぞれ1975年に設立された。そ

して,1976年にはいよいよUNCTADが熱帯木

材の貿易問題をとり上げることになるのである

が，このことは，熱帯木材が発展途上国の重要な

輸出一次産品であることから，一次産品問題に取

り組むUNCTADにとって,けだし当然のことと

いえよう。

UNCTAD一次産品総合プログラムの概要

一次産品の貿易は，発展途上国と先進国間のみ

ならず，先進国相互で，さらには発展途上国でも

行なわれているが，最近特に国際的な問題となっ

ているのは南北問題の一環としての一次産品問題

である。

すなわち，発展途上国は国際経済情勢悪化の影

響を強く受けた結果，外貨収入の大宗を占める一

次産品の貿易問題についても，単に先進国の貿易

阻害要因の除去だけでなく，輸出所得それ自体の

安定増大を求める傾向となった。最近では後者の

要求が強くなり，特にOPECの石油価格引き上げ

の成功例に刺激され，あらゆる国際的な場を通じ

て，先進国に一次産品問題の一括解決を要求する

傾向となっている。
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このような情勢の中で，1976年5月の第4回

UNCTAD総会において《&一次産品総合プログラ

ム”が採択され，一次産品問題は具体的解決策を

交渉する段階に入った。このプログラムは，

（1）コーヒー，ココア，紅茶,砂糖,バナナ，食

肉，植物油，熱帯木材,綿花，ゴム，ジュート、

硬質繊維,銅,錫,鉄鉱石，ボーキサイト，マン

ガン，燐鉱石の合計18品目について，国|際商品

協定取決交渉の予備会議を開催し，その結果必

要と認められた場合は交渉会議を開催すること

（2）前記国際商品協定措置に必要な資金源とな

る‘《共通基金"について交渉会議を開催すること

の2点を骨子としている。また，個別産品ごとの

国際商品協定の内容となる具体的措置について

は，予備会議および交渉会議に委ねられている

が，考慮すべき措置として，緩衝在庫，価格取決

め，長期売買契約，輸出所得補償融資，情報協議

等があげられている。

これらの会議の今日までの進渉状況をみてみよ

う。まず個別産品会議については，18品目のう

ち，コーヒー，ココア，砂糖,錫の4品目について

はすでに国際商品協定が別途存在することから，

一次産品総合プログラムでとり上げるのは事実_上

14品目となるが，このうち最も進んでいるのは

ゴムであり，本年8月には交渉会議が予定されて

いる。目下鋭意予備会議を続けているのが，紅

茶，植物油，熱帯木材，綿花，ジュート，硬質繊

維，銅，鉄鉱石の8品目である。また，これまで

いまだ一度も予備会議が開かれていないのがバナ

ナ，食肉，ボーキサイトの3品目，一度開催され

たが生産国，消蟹国ともこれ以上の会議に気乗り

うすなのがマンガンと燐鉱万の2品目である。

一方，共通基金については，これまで4個|の交

渉会議がもたれ，その設立については合意をみて

いるものの，共通基金への資金の拠出方法，共通

基金の融資対象分野等について生産国と消費国の

対立が続いている。

UNCTAD熱帯木材予備会議の動向

熱帯木材予備会議は，1977年5月，同年10月，

1978年1月とこれまで3回，それぞれ1週間ず

つ，ジュネーブにおいて開催された。参加国は，

日，米，加,EC諸国等の消費国側が約25カ国，

インドネシア，マレーシア，タイ，象牙海岸，ブ

ラジル等の生産国側が約25カ国，合計50カ国ほ

どである。会議役員は，議長に日本（在ジュネー

ブ日本政府代表部の妹尾参事官)，副議長にタイ，

書記に象牙海岸が選出されている。日木の代表団

は，これまで，外務，農林，通産の3省の係官に

よって構成され，民間南洋材業界からも若干名顧

問として参加している。

過去3回の会議にみられた生産国と消費国の間

の主張の基本的相違は，消費国側が，熱帯木材の

貿易については不明な点が多いので，まず問題点

を十分分析したうえで，もし必要があればいかな

る国際的措置が適当であるかを検討すべきとした

のに対し，生産国側は問題点の分析の重要性を認

めつつも，国際的措置の必要性を既定の事実とし

て，具体的措置の検討を開始することを主張した

ことである。すなわち，生産国側は，価格帯の設

定，伐採調蕊，輸出割当等の具体的描置を提案し

てきたが，消費国側は，これらの措置について一

応のコメントはしたものの，本格的審議に入るの

は時期尚早という立場をとってきた。しかしなが

ら，貿易安定化に間接的に寄与する，生産国と消

費国との間の情報交換等については，産消双方と

も，その必要性について合意に達している。

以上のような経線をへて，第3回予備会議にお

いて，生産国と消費国との間で，今後の作業計画

は次のように合意された。

（1）市場・貿易の不安定の程度，特徴，原因に

ついて十分な分析を行なう（次回会議までの

この作業はUNCTAD泰務局が行なう）とと

もに，市場。貿易安定のために必要な具体的

措置を見い出すこと

（2）既存の機関(FAO等）を活用して，次の

分野における情報を整理すること

i熱帯林の合理的利用・経営・造林に関する

科学の適用

ii伐木造迩材方法の改善，ならびに産地にお



ける工業化の拡大

iii熱帯木材の利用，加工および販売における

インフラ面ならびに制度面の障害

iv生産国から消費国への海上輸送に関する経

済的およびその他の側面

（3）下記の情報を生産国と消費国の間で交換す

る方法を決定すること

i最新の市場情報

ii熱帯林の資源状況（未利用樹資源を含む）

（4）熱帯樹種の性質および入手可能性に関する

研究普及の調整の仕方を改善するための方法

を決定すること

第4回熱帯木材予術会議は本年6月ごろに予定

されているが，産消間の梢報交換と研究普及の調

整については，いよいよ具体的方法を決定する段

階に入った。これらの方法を決定するに当たって

は，世界最大の熱帯木材輸入国であるわが国が職

種的なリーダーシップをとる必要があり’6月ま

でにこれらに関する日本案を間めねばならなくな

っている。また，生嘩国側が最も重視している市

場．貿易の不安定の問題については，わが国とし

ても独自に，徹底分析を進めるとともに，具体的

措置についても鋭意検討することが必要である。

おわりに

熱帯木材は，関係生産国にとっては重要なj陥出

21

品目であり，第1回UNCTAD熱帯木材予備会議

に先立ち，東南アジア諸国がジャカルタ（インド

ネシア)，アフリカ諸国がアビシャン（象牙海岸）

で，また第2回会議に先立ち東南アジア諸国がパ

ッタヤ（タイ）で，それぞれ会合を開催してグル

ープ内の意志統一をはかって予備会議にのぞんで

きたことは,UNCTAD一次産品総合プログラム

に対する，熱帯木材生産国のなみなみならぬ関心

を裏書きするものであるといえよう。

3年に1回のUNCTAD総会が来年(54年)5

月にマニラ（フィリッピン）で開催されることに

なっている。それまでにメドをつけなければ癒ら

ない一次産品総合プログラムの中にあって，他品

目に比べて順調な進展をみている熱帯木材会議

は，今年が正念場となろう。あと数回の会議にお

いてどのような結論が引き出されるのかは，この

ような多国間の会議にあっては，全く予断を許さ

ないが，いずれにしろ会議の結果により最も大き

な影響をこうむるのはわが国である。

そして，将来南洋材貿易の枠組みに一定の変化

が起こるということは，他の外材の貿易にも，ひ

いては国産材の生産・流通にも何らかの影響が及

ぶということを意味する。UNCTAD熱帯木材会

議の成り行きに対して，日本の木材・林業関係者

の大方の注意を喚起したい。

（こおりかんじ・林野庁林産課）

■■■■■存庫ご案内!．『……。”。－、…－痒…里、函一一＝‐”‐･‐・‘‐‐＝。、．“’日林協一

山林の評価-選論と応用一森林航測テキストブック渡辺宏著A5P236¥1.200(〒共）
曳地政雄ほか箸A5P400¥4,500(〒共）

森めぐるの林業試験場70周年記念林業地帯の形成過程木頭林業の展開構造
有木純溌著A5P364¥3,000(〒共）林業試験場編A5P156¥1,000(〒実費）

植木の害虫ｶｲｶﾗﾑｼｱブﾗﾑｼの防除育林技術に関する体系化
喜多村昭箸A5P188¥2,500(亨共）日林協編磁§P261¥1,500(〒実費）調杳

ジグザグ集運材作業その考え方とやり方和英一一一林業語稟中村英碩著A5P96¥650(〒実費） 英和
日林協編B6P566¥2,200(〒共）

ﾏﾆﾕｱﾙﾉｳサギ生息数調査法と 林木の材質野兎研究会箸B6P45¥400(〒共)被害調査法 加納孟著A5P.174¥1,500(〒実費）

街路樹実務ガイド林業技術史全，巻
落合和夫著A5P148¥2,500(〒共）日林協編¥6,000+15,000+8,500+10,000+10,000

字8F華
戸一 守 昭 ’日本林業技術協会発行一
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夛弓テミ冬
熱帯林業施策について

L
杉本定夫

熱帯林業研究所･(C.T.F.T)の概要

く沿革＞1916年,軍事省の下で熱帯地域植民

地の木材資源調査機関として発足し，その後，植

民地省に所管替となり，1950年，海外領土省（旧

植民地省）の下で現在のC.T､F.Tとなった。

現在はﾀ協省の監督下にある。

＜設立目的＞法人格と財務面の自治権を有す

る国有会社C.T.F.Tの創設を決めた1949年の

法令には《《センターは，仏海外領土省所属地域に

おいて……林業生産の発展を促進させる事を目的

とする”となっている。その後1962年に定款(て

いかん）の変更があり，現在では‘熱帯および亜

熱帯地域における治山治水および林業に関する全

ての調査，研究，管理，技術者の養成，関係資料

の蒐集配布”となっている。

＜組織＞本部はパリ郊外にあり，森林開発，

木材組織，加工，利用，防虫防腐，保謹，セルロ

ーズ・化学加工等の研究と関係資料の蒐集を行な

っている。人員は約i50人で，うち技師30人,技

手40人，身分は国蒙公務員の者と，民間の会社

員と同じ形の雇傭契約による者とがある。

海外支所としては，カメルーン，コンゴ，コー

トディボアール，ガボン，オートボルタ・ニジェー

ル，セネガル，マダガスカル，ニューカレドニア

のC.T.F.Tがあり,50人の技師または技手を

含む100人が配属されている。

＜活動＞1973年の年次報告で主な活動をみ

てみると，次のようである。

本部，開発部：ガボンの森林開発の技術・コス

I

l

t

ト調査・ガボンの森林開発計画作成（他に現地

の行政磯関，林業者，鉄道局等の諮問に答える

技術顧問の役を果たしている)･ニジェール，カ

メルーン東部およびコンゴ北部等の開発調査・

ガボン，カメルーン，コートディボアールでの

林道計画

セルローズ・化学部：ペルーアマゾン地域での

パルプエ業建設調査・フィリピンのバガスとア

パカの製紙利用研究

図書部は資料の蒐集・配布の他に，ナンシー林

業大学の学生のために熱帯林業についての講義を

行なっており，これにはアフリカ，アジア，南米

から留学生8人も出席している。

本部各部の外国人技師実習生の受け入れは15

名であった。

海外支所の活動についてコーl､ディボアールを

とってみると，大略次のとおりであった。

アビジャンでは乾燥，防腐，利用，保護，植物

生理，品種改良，種子保存等の試験研究

ブアケでは乾燥，防腐，淡水漁業，謎魚の研究，

密林地帯のL'Angued6donでは育苗関係，ユ

ーカリその他の産地試験，施肥，菌根，樹病等に

関する試験研究,Yapo他3カ所で育苗，固有樹

種の生育，鉱物肥料，根系の発達，樹病につい

て,Mopriでは造林用苗木の生産，養苗手法の

研究，施肥，植生保護，樹病に関する試験研究，

SanPedroでは苗木生産，ユーカリ，針葉樹等の

早成樹種の導入，育林施業方法等についての試験

等が行なわれている。

半落葉樹林地帯では,Oum6で固有種，外来種
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丸太について見るとはっきり増加傾向を示してお

り，これはほとんど全量が熱帯産丸太である。ち

なみに，1974年の製材・合板用広葉樹丸太輸入量

は約228万In3で，そのうち191万nl8はアフリカ

からのものであった。また，同年の広葉樹製材輸

入量は47万nl3強で，その内24万In3弱はアジア

の熱帯地域から，11万nl3はアフリカからのもの

であった。

熱帯産の丸太・製材の輸入は通常の貿易ルート

である生産者→輸出業→代理店→輸入業と渡るも

ののほかに，フランス国内に親会社あるいは販売

部を持つ現地の伐木・加工業の直輸出によるもの

がかなりあるようである。

熱帯産材がフランスの木材消費に占める割合は

表のとおりで,大きいとはいえない。また,フラン

スの輸入鐘は丸太・製材等についてはやや停滞的

で，国内の経済情勢が悪くなりはじめた1975年

の輸入量は丸太，製材共に1964年の水準より低

くなっている。木質パネルや，紙，パルプ等につ

いても1975年の輸入は，前年よりかなり減少し

てはいるが，それでも1964年の実績と比べれば

はるかに多い。全体として，熱帯産材がフランス

の木材需給に持つ意味は想像以上に小さいもので

あるといえるのではなかろうか。

の苗木生産，謎苗手法の研究，植栽手法の研究等

が,BOuafl6でチーク，サンバ，リンパ（フラケ）

の植栽法，間伐手法について,Manでチーク，

シポ，フラミレの成長試験,LaSegui6でチーク

の産地比較試験,Cechiでメリナの造林,Dim-

pokroでメリナ，チーク，アカジュ（白),ベテ，

サンバの成長試験,Matiembaでチーク，メリナ

の間伐と成長について,LaTeveでフラミレの間

伐と成長の関係，セドルラ(C.odorata)の産地

比較試験が行なわれている。

サバンナ地帯ではToumodiでユーカリ，各種

のマツの成長試験を行なっているほか，数カ所で

育苗技術，苗木生産，チークの品種改良，育林技

術，チーク，メリナの造林，ユーカリの導入試

験，防火対策等についての調査，研究活動が行な

われている。

各地の海外支所における研修生受け入れは外国

人9名，ナンシー林業大学卒の仏人技師3名で，

期間は様々であった。

木材需給と熱帯産材

1965～1974年の動向についてFAOの統計で

見ると大略表のとおりである。

丸太の消費全休についてはこの期間ほとんど変

化が見られず，その中で用材の割合が次第に高ま

っている。丸太全体の輸犬はあまりはっきりした
増大傾向を見せてないが，広葉樹の製材・合板用

対発展途上国施策

パリ大学のフランソワ・リュシェール教授の著

動向（単位:1,000m3)‘熱帯産材の木材需給動向

’

19“1，7．19741196519701174

品目別消費量と熱帯産材の占有率（）内
19潅年，単位1”万m3,(%)
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書『低開発国援助』によれば,フランスの施策の中

心はフランス海外領土に対する資本輸出のようで

ある。したがって多くが二国間援助の形をとって

いる｡援助の種類は主として贈与になっており,大
ロ●●●

部分がひもつきである。地域別の援助の様子につ

いて見ると，アメリカ州にあるフランス領土に対

する1969年の1人当たり平均援助額は204,5ド

ル，アフリカの仏領に対しては133.9ドルであっ

たのに対し，独立した低開発国に対する人口1人

当たり平均援助額は4.2ドルにしかなっていな

い。フラン圏以外の国にとられる形は，技術文化

援助と借款によるもので,借款の一部は投資に,他

は仏国内で行なわれねばならない買いつけを含む

取引に当てられる。援助の方法については非常に

多様で,投資,技術・文化援助,予算に対する補助

金，中央金庫の貸しつけ，国民軍編成のための軍

事援助（ブラック・アフリカとモロ,靴．に対し),

超過価絡（熱帯産品とアルジェリアの石油に対

し),国庫の前貸し，諸国あるいはフランス国内，

あるいは海外諸領土でフランスの各種官庁の提供

する役務など広範にわたっている。またフランス

の援助はフラン圏諸国の総体的な問題，つまりそ

れらの国々における開発が提起する問題の全体を

対象としており，援助はすぐに収益のあがる事業

にかぎられず，埜礎工事や社会施設にも向けられ

ており，相当部分は行政にまで及んでいる。フラ

ンスの援助が，フランスの統治下にある地域と，

独立した国に対して著しく漉度を異にする点につ

いて著者はこれが自治権独得運動を阻害する効果

を持つこと，また，援助が総体的である事がフラ

ン圏諸国をフランスの援助に頼らせすぎるきらい

があることを指摘している。フランスの施策につ

いて次に国述エクスパー|､としてセネガルで過ご

した本城氏の著書から少し引用してみよう。「セ

ネガルに例をとると……4カ年計画に盛られてい

る公共投資計画はすべて外雁|の資金援助が得られ

た場合にだけ実行可能なのである。……他国から

資金援助を確保できたプロジェクトしか実行に移

せないのだから毎年の公共投資計画の六割から七

割は施行されずにペーパープランの段階にとどま

っている。……政治，経済，行政，文化のあらゆ

る面でフランスの影響力ば今でも決定的である。

政府機関の要所にはフランスの技術協力計画に基

づいてフランス政府の高級官僚が300名あまりも

顧問官として送り込まれており，政策の決定や実

施の面で大きな影瀞力をふるっている。…･･･フラ

ンスの外交的，経済的，文化的な影響力や既得権

は-'一分に保謹されているといえよう。．．…･ちょっ

と大きな会社や工場はすべてフランス資本の手中

にあると思っても間違いはない。……技術協力員

一人一人の仕事振りに満足しているセネガル人の

中にも《《こうした援助計画は結局フランスの既得

権益を守り，宗主国と植民地という昔の関係を援

助という美名の下に永続化しようとするネオ・コ

ロニアズム以外の何物でもない”と激しく非難す

るものも少なくはない。･･･…」

結びにかえて

フランスのフランス文化圏の保持拡大の意欲は

一般の市民の自国文化の優越性意識の強さ同様，

かなりのものと考えられる。正確な数は調べてな

いが，フランス政府の給費による留学生だけでも

大変な数に上ると思われる。旧仏領の指導者層の

多くもかつてフランスで留学生として過ごした経

験やフランス人に指導を受けたことのある人々で

ある｡風変わりなのは海軍画家の制度で,希望者の

中から選抜して軍艦に乗せ，種々の所で画をかか

せてまわるもので，直接の目的がどこにあるのか

ちょっとわかり難い。兵役のかわりに専門知識を

生かして一定期間熱帯の地域で勤務する制度もあ

り，林業分野でも毎年何人かがこれで海外髄や旧

植民地国に出向いている。またフランス人は行っ

た先で現地.人の間に根をおろす人が結総いて，こ

れらのことがフランスの文化，技術，経済等の面

での影響力の大きさにつながっているものとみら

れる。フランスはまた，科学技術情報を外国や国

際機関に頼らないことを基本方針とし，この分野

に多大の努力を払っているが，その成果の発表に

ついては極めて消極的のようである。C.T.F.T

についていえば，資源調査，フィージビリティ。



スタディ等の報告書はかなり昔のものまで秘扱い

となっており，外国に対してはgiveandtakeの

考え方で，できるだけ小出しにする方針を取って

いる。

フランスの熱帯地域に対する施策も近年，内外

の諸事梢の変化に応じて幾分変わってはきてお

り,C.T.F.Tでも海外施設の要員をオランダ人，

ドイツ人等に求めているそうである。旧仏領諸国

の独立に伴い海外での役人のボスI､が減ったこと

が,本国での余剰につながり,さらに財政事情の変

化が加わって，海外勤務者に給与，昇進等の待遇

面での有利さを与え得なくなったこともあり，フ

ランス人の間に海外に出たがる人が少なくなった

ためである。近年のフランスの経済事情は海外に

対する支出の切りつめにつながり，アルジェリア

からの石油買いつけはより安いアフリカの石油に

おきかえられ，林業面でも比較的条件の悪いカメ

ルーン東部の計画についてはFAOに肩がわりさ

せ，フランスは主としてコートディボアール等の

計画にしぼる等,様子が変わってきており,旧仏価

諸岡の間でフランス離れの進んでいるところもあ

る。これに対し，フランスは旧仏領以外の所に勢

力の培謎を図る努力を進めており,C.TF.Tで

もフィリピンやインドネシア等のアジア地域，ブ

ラジル，ペルー等の南米にその勢力の扶植を図っ

ている。これは，効率があまり良くなくなった旧

仏領地域に集中したフランスの対外投資のより効

率の良い分配への再編成であるが,ll1仏髄地域に

ついては種々の資料をフランスがしっかりと握っ

新刊ご案内I 弓＝虹～
■ー
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ており，その影稗力にさほど変わりはないかもし

れ種い・北アフリカの旧仏領諸国については，独

立の直前にウランその他の鉱物資源等についても

全面的な調査を行ない,資料を手中にしており,何

か計画を企てる場合，どうしてもフランスを頼ら

ざるを得ない仕組に癒っているという話もある。

これまでのところで一応のまとめをしてみる

と，フランスの対発展途上国施策は第一にフラン

スの他国に対する優位性の確保，あるいは創出を

目的として種々の分野の極々の手段がかなり周到

に組み合わされたものであるといえよう｡《援助が

総体的で，相手国をフランスの援助に頼らせすぎ

るきらいがある''ように組み立てられ,CT.F.

Tの活動もその一・隙としてかなりうまくはめこま

れているといっていいのではなかろうか。

林業面ではフランスの国内需要に占める熱帯産

木材の割合はかなり小さく,C.T.F.Tが資金

事情のため本部の要員確保がままにならない情況

下にありながら，ドイツ人やオランダ人を傭って

まで，海外支所に配瞳しているのはどうしてだろ

うか。この点に関してC.T.F.Tの業務の方針

を想い浮かべるとわかるような気力式する。C.T.

F.Tは熱帯林梁技術の研究機関であるが，研究

は第一に，関係業界での実務に役立つ技術情報の

提供を目的にしており，現場重視，実務優先の方

針をとっている。その性格は林業分野での研究機

関であると同時に，フランスの全般的な対外政策

の実行機関であるとみられる。

（すぎもとさだお・林野庁業務課）

～ｰ■画き一一｡ー 農科はいずれも実費扱いとなります

森林の利用と環境保全重繼菫の篭''檬恭美譽
'76年版ODCによる林業･林産関係国内文献分類目録農割¥
わかりやすい林業研究解説シリーズ…….､…..….…….…….…………

林野土壌層No.61造林地の冠雪害とその対策／高橋啓二著¥500

N･刷〈割"森林の水土保全機能とその活用/中野秀章著￥600断面図集(3)
緑化樹木の病害虫鍵m¥-ﾛ絵農林省林業試験場編集
〈上>病害とその防除/小林享夫著￥2,500<下>害虫とその防除/小林富士雄著￥3,000原色版A4判¥2,100

・・’。…－‐・垂・、．”’日本林業技術協会発行
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‘
、
ｂ 時代から日本で発達した楽器で，椎造も奏法

もかなり違っている。

琴には絃が13本ある。和琴には6本だが，

ほかにも，一絃琴があり，二絃琴もあり，七

絃琴もあり，名人宮城道雄氏は低音用の十七

絃寒，オーケストラ用の八十絃琴も創作した

が，広く普及するにはいたらなかった。

絃をはじく楽器が琴だとすれば，ハープを

はじめとして琴には洋の東西をとわず数えき

れないほどの種類がある。琴はまさに楽器の

主沈派とでもいえようか。

ことづくり

我々の見なれた琴は，もちろんすべてキリ

で造る。長さ6尺,幅8寸,厚さ1寸8分の甲

を，木表を表にして弓なりに木取ってゆくの

だから，そう何丁も木取れるものではない。

静の大径優良木からは片側1～4番甲までと

れたというが，いまはせいぜい2番甲どまり

でしかなく，外側からとる1番甲がもっとも

上等とされる。材質もしまっていて，目が細
モク

かく，よい杢がとれるからだ。内側の残った

部分は，イカ叩といって両端につぎたしをし

て安物をつくっている。

木取った材は，雨露と|陽光にさらし，特に

梅雨にあててアク抜きをするのはたんすと同

様である。人工乾燥をすると赤く変色すると

かで，絶対に天然乾燥である。梅雨どきな

ど，たてかけてある甲の下にたまった水が赤

く濁るという。このへんぱ近代技術に対する

伝統技術の不信感も働いているようだ。上物

ことはじめ

提琴，洋琴などとシリーズを書いてきたの

だから，日本の琴の話となると，和琴，と書

きたくなってくる。だが，和琴はtQWagon''

で"やまとごと"のことであり，いまわれわれ

が見る、琴”とは全く別の古代楽器を指して
ソー

いる。現在の琴は､琴”のことで，英語では

IISono-koto"という。これはだじゃれではな

く，七絃琴を意味する"Kinnokoto''と区別

しての名である。琴に類する楽器は実に多
ガクソーテクソーゾクソー

いが，この箏にも，楽箏，筑箏，俗箏の三種

頬があり，俗零がいまの琴となったものであ

る。

ことのいるし､ろ

楽箏は，雅楽の演奏に用いられるもので，
ツクシゴト

筑箏は筑紫箏，つまり，いまの琴の祖先とさ

れる筑紫流で使われた琴である。俗箏にもい

ろいろな流派があるが，現在主体をなしてい

るのは，ご承知のとおり，関西に重きをなし

た生田流と，関東で発展した山田流の2派と

考えてよい。それもしだいに一本化する方向

にある。

このようにいろいろにわかれてはいても，

楽器として見た場合,Sono-kotoはどれも大

同小異で，原理的にはあまりかわったところ

はない。足の形やつめの形が違ったり，装飾

が違ったりする程度で，違いはむしろ調絃法

や演奏法にある。この楽器は，奈良朝の直前

に中国から伝来して，九州の彦山に最初に入

ったものという。その点Wagon",古事記
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の甲になると，3年もさらしておくという。

乾いた甲は中をくりぬくが，残る部分の厚

味は高音部は厚く，低音部は薄くして，また

蕊には刻みを入れて音の反響をよくする。あ

とは両端に大きい穴をくった裏板をはりつけ

ると形ができあがる。着色には，残材を焼い

た灰でアク汁をつくり，その上澄を全体にぬ

りつけてから，コテで焼く。ガスもコークス

もだめで炭火に限るというから，これも面白

い。仕上げは石こうと鉄線でみがいて目を出

しさらにぬかと乾布でみがきあげてイポタろ

うをぬる。高級品は生漆でふく。
リニウシン

これでいちおう完成だが，竜唇という頭の

ふたの部分,竜手と呼ばれる足,竜角と呼ばれ

る糸まくらの部分などはすべて唐木で造られ

る。高級葱ものほど，この頭部にこった装飾
ゾウガン

象嵌などがほどこされる。甲の木目が複雑な

ほど喜ばれることといい，琴には装飾的要素

がかなり強いようである。

琴の長さは本来6.4尺はあった。それが生

田流山田流とも6尺になったのは，マイカー

時代になったためというから，これも時代の

変遷であろう。関西の一部には水生、と呼ぶ

6.4尺のものがまだ造られている。短琴とい

って3尺ぐらいの琴もあるが，音が悪くて問

題にならないそうだ。

ことのひびき

琴は要するに長大なキリの箱である。した

がって，その固有狼動数はかなり低く120サ

イクルぐらいになっているのが特徴である。

だからその音色は，高音部では埜音だけがよ

く響き，中音部でも第2倍音がよく瀞き，低

背部でやっと第3，鮪4倍音が響いてくる。

要するに高音はカットされて中低音が強い。

尺八もおなじ性質の音色なので，この両者は

合奏にピッタリなのである。

もうひとつの琴の音色の特徴は，発音から

振幅最大に達するまでの時間が他楽器にくら

べて極必て長く（といっても0.04秒程度だ

が）また減衰しにくい。これがあのふくらみ

のある音のもとである。これもキリの材質と

共鳴箱としての形状のゆえである。

琴にむくキリ材は，あまり目幅が広くな

く，外IIIにゆくと目がキュッとしまってく

る。つまり年輪幅が一体でないほうがよい。

軟らかすぎても硬すぎてもだめで，寒地のも
サレキ

ので砂礫地のものがよく，風衝地のものは目

割れが出てだめなそうだ。会津の人は会津ギ

リが股商とするし，南部の人は南部ギリが一
モク

番とする。前者は目幅が狭く，杢特に側目

（琴の側面に出る木目）がよいというし，後

者は逆目がなく素直でよい，などというが，

最後は単木それぞれの性絡におちつくのかも

しれない。

このごろは外国産のキリもかなり使われて

いる。外材の中では，ブラジル，台湾，中

国，アメリカの順に材質がよくなってゆくそ

うだ。アメリカというのは，最近出てきた北

部に生えている日本ギリのことで，目'幅も狭

く，かなりよい材質で，出来た琴の音色もよ

いという。いつもいうように早生長ばかりを

ねらっていると，日本のキリも大ゴトになっ

てコロリンとゆきかねない。キリに限った話

ではないのだが。

農
林
省
林
業
試
験
場
場
長

上
村
武

琴の調子はすべて，雛1絃を例外として先

方から手前にだんだん高くなる12の音の組

み合せである。このシリーズもついに121m

を遮れてどうやら終曲をむかえることができ

たが，曲は“みだれ”乱調子はすべて奏者の

寅任であった。お許しを請う。
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ヒグマというと，猛獣という面で広く知ら

れている一方，以外にその実態については知

られていない｡それは,一つには組織だった研

究があまりなされていないことによると思わ

れる｡そこで,いつのまにかヒグマと本格的に

とり組むようになってしまった一人として，

若干の知見をのべさせてもらうことにする。

＊ ＊＊

､北海道内における近年のヒグマの捕世数

は，狩猟統計によれば毎年約500頭前後であ

る。一方戦後の20年間の平均は約300頭前

後で，近年のほうが増加している。これは道

内のヒグマの生息数が増えているからだとす

る脱もある。しかしグラフを見てもわかるよ

うに，最近狩猟免許保持者数が急激に増えて

いる。これらの人が皆ヒグマを撃つことはな

いにしても，狩捌旺の高まりは相当なものが

あろう。加えて，林道網の発達や，スノーモ

ビル等の足の発達が，ヒグマの捕雄を助長し

ているといえる。ヒグマの捕漉数が増加した
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ヒグマの話(1)
－その生態と人との閏リー

のは，これらの要因によるところが大きいと

思われ，必ずしも生息数が増えているとはい

えないのではなかろうか。

ついでヒグマによる被害についてみてみ

る。道内で，もっとも飼育頭数の多い牛は，

1935年から1975年までの間に約30万頭強か

ら70万頭へと倍増している。しかしその被

害は年変動ばあるものの非常に減少してお

り，1975年度の死|班は19頭となっている。

また，馬や羊にしても，飼育頭数そのものも

少ないが，その被害は皆無に近くなってい

る（道庁被害統計)。

このことからも，ヒグマが家畜をみつけた

ら，やたらに襲って来るものではないとわか

っていただけるであろう。しかし，1977年12

月，道北の下川!'ﾛでおきた林業従事者が，冬

ごもり中の親仔連れの母グマに殺されるとい

う瓶ましい事件のように，人間が襲われる事

故も時々おきているのも事実である。前出の

統計によれば，ここ10年間の人間のヒグマ

による死亡は年平均13人となっている。残

された家族の方にとってみれば，憎んでも憎

み切れないヒグマであろうが，しかし現実以

上にヒグマは悪者あつかいにされているよう

な気がする。山の中で，ヒグマは人を見れば

襲ってくると思われ，またヒグマが人里にち

ょっとでも近づくとたちまち銃を持って追わ

れ，さらにはスポーツハンティングの絶好の

対象とされるといった，まことに衰しい，わ

が国の人とクマとの関係である。

欧米諸国では，クマも森の産物の一つとし

て,Wildlifeという言葉を用いて，その管

理保謹を考慮して森林をとりあつかい，より

よい動物たちと人間との関係をつくっていく

ことに大きな努力をはらっている。

しかし，これはわが国においても決っして

できない相談ではないであろうし，その努力

とともにクマのような大形の森林動物に対し

てもっと組織だった大がかりな調査も必要で

あると考える。

＊ ＊＊

ヒグマと人間との関係に少しくふれてきた

ので，ついでその生態についてふれ宝みたい

と思う。ヒグマでよく知られているのは冬眠
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人に追われて逃げだした

ヒグマの足跡。かなりス

リップしている。76．4月

|上火天塩斌習林にて搬影
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するということであろう。しかし，ヘビやカ

エルのような冬眠とは少しおもむきを異にす

る。ヒグマは冬ごもりといったほうが適切か

もしれない。

冬ごもりの穴は，南向き斜面につくられる

とか，途中で水を飲みに起きて来るので沢に

近い所に多いとかいろいろいわれている。し

かし，現在までの調査によると，特に前述し

たような傾向はみられず，極端にいえばどこ

にでもつくられるということになるようであ

る。またその種類も，土を掘ったもの，木の

根上りを利用したもの，樹洞を利用したもの

などまちまちである。

その穴から出で来る時期は，地方によって

連いはあるだろうが，現在調査の主力をおい

ている’道北の北大天塩演習林（北緯約45.,

22,000ha)では，早いものはまだ深い残雪

におおわれている3月中旬に出てくるものも

いる。しかし，その多くは4月中旬ころで，

末までにはほとんどが目ざめてくる。この時

期が，ヒグマにとって，もっとも受難の時

で，四方から猟師に追われ，また我々にも追

い回されることになる。したがってこの時期

のヒグマの捕穫数が年間でもっとも高くなっ

ている。

しかし，ヒグマのほうも，ひとたび人間に

追われていると知るや椛烈な早さで逃げて行

き，こうなるとめったに人間が追いつけるも

のではない。しかも，急な斜面を一挙に沢底

まで走り降り，向い斜面をよじ登っては逃げ

て行く。目ざめたばかりの空膜でよく逃げら

れるものだとその体力には感心するほどで，

我々など昼飯を食わずに追いかけようものな

ら夕方にはもうクタクタになってしまう。

その足の早さと体力でなんとか春を生きの

びているという感じすらする。

人に追われていない親仔連れの足跡を見る

と，まず親が先になってくされ雪に少し埋り

ながら歩き，その足跡の上に仔グマの小さな

足跡がチョコチョコとついており，その姿を

總然との蕊篇
聡?辱…雲ﾏ観

北大ヒグマ

研究グループ

誰
一
月

いとしさ

井俊樹

想像するとほほえましくなってしまう。

また，時には，仔グマが何度も何度も雪渓

すべりをして遊んだ跡を見つけることもあ

り，その近くで母グマがじっとすわり込んで

見ていたのであろうか，雪が丸く溶けている

のを見ることもある。

この時期，山野にはまだ食物が少なく，そ

の摂食鼠はあまり多くないようである。した

がってこの時期に臆まだ体重の減少が続いて

いるといわれる。数少ない食物としては，前

年の秋に落果したミズナラのドングリを，雪

を掘ったり，雪の溶けている木の~ドでさがし

て食べる。また，冬の間寒さで死亡した動物

の死肉をあさったりもする。

やがて雪が溶け，林床の各所でササが茂っ

て来るころになると沢筋にいろいろな植物が

あらわれ，腹の満たされる季節となる。それ

につれて猟師も追跡をあきらめ，ヒグマにと

っては安心できる季節となる。一･方我々の調

査もスキーやかんじきを脱ぎ，主として沢筋

での本格的な調査が始まる時でもある。~(続）

、

、
§ ﾐ､、、釘卦、
ヒグマが冬ごもり準側中の穴。すでに漠ワラのササがか
なり集められ入口からのぞいている｡77年12月1日，ヒ

グマの留守中にすばやく写したもの。この後，この穴に
帰って来て一冬越した
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■バラグアイという国■

パラグアイは南米大陸のヘソのややドに位iifiし，まわ

りをブラ

約』1,000

国である

てよく，

ジル，アルゼンチン，ボリビアにm1まれた面砿

"ha(日本の約1.1倍）の比岐的小さな内l雄

･地形は全土を通じてほとんど平たん地といつ

気候瀞は亜熱帯に属し，純度は，南北の逆億も

あるが台湾と同様，回帰線上にある。ちろんであるが台

人口は必ずしも、必ずしも正確に把握できているとはいえない

275万人程度で，わが側の40分の’にあたる。

燃難は，牧畜（肉牛生雌)，腱業（大豆，綿花，

，煙雌など）であり，これに腱地開緒に際して

る林産物の

が,推定

おもな

汕料･作物

伐採され

生礎も主

なってい

k襲なものと

る。

人｢]が少なく所褐

水準が低いため，こ

れらの産品に対する

Im内冊要は少なく

ほとんど

として，

ル，アル

が国際|附品

隣のブラジ

ゼンチンを

はじめ， II］米．北米．

ヨーロッパなど（二輪

出されている。

画パラグアイの森林・林業函の人工植栽地がみられる。なお，近年，日系移住者を中

パラグアイの国土面積4,000万haのうち》森林は約心に台湾桐の植栽が盛んになりつつある。

60％，約2,400万haと推定されているが，チャコ地方天然林の生育状況については，くわしい森林調査を行

と呼ばれる西北部は，降雨量が年間600mm程度しかななったわけではないのでデータに基づくものではない

いため，ほとんどが疎林または低林となっている。年間が,11a当たりの蓄積は250～350m3は十分にあるものと

降雨殿が1,600～2,000mmに達するため林業適地とみ思われ，また，林内には幼樹の発生がみられるところが

られる東部地域（パラグアイ河とパラナ河に囲まれた地多かったことからみて，適切な施業によって，かなりの

域）にある森林は約600万haといわれているが,近年急生産力が期待できるものと判断された。

連に股地化が進み，現在では450万ha前後に減少してい 人工林は先述したとおり，早成樹種を中心に植栽が行

るとみられている。 なわれているが，自国での植栽の歴史は極めて浅く，現

林隔は亜熱帯広葉樹天然生林がほとんどを占め，農地存する最古の人工林でも20年をこえるものは極めて少

|)il充が行なわれた後極めて小規模に械栽された松属(テない。しかし，現在までの調査結果ならびに近隣諸国で

一グ,エリオフライなど)，アロウカリア（パラナ松)，ユのデータを見るかぎり，量的成長は極必て良好で，伐期

一カリ属の幼齢人工林が開拓地周辺では散見される。まは20～25年としているものが多い。平均年間成長量は

た南部では，休業とはいい難いが，汕料植物として油桐20～25m3/haというのが普通である。
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因パラグアイ国における森林・林業政策■

パラグアイにおいて，森林・林業政策が腱業部門から

独立した地位を確立したのは，森林法が制定され，同法

に雄づき森林・林業政策の責任機関として林野庁力穀立

された1973年であるといってよい。

まさに生まれたばかりであり，現窪,n本で研修を受

けたことがある林野庁長官ペドロ・カラブレセ氏を中心

に大車輪でその充実に向かって努力中である。

現在，同国においては，次のような問題が林政上の重

要課題となっている。

①森林資源の現状把握

A1971年植栽のテー

ダ松試験林
②森林の地種別

区分

③農地開発によ

る森林侵蝕への対

応（わが国のよう

に地形的な線引き

が成立し難い）

④阜成樹による

人工造成を通じて

の育成林業経営基

縦の造隣整備(苗

木生産から伐採・

販売までの技術体

系の確立，担い手

の育成，必要施設

ぐ
十
四
年
生
ア
ロ
ウ
カ
リ
ア
林
分

の整備など）流域保全，人工林造成，木材利用等の分野について資金

⑤腱地開拓に伴い伐採される木材の有効利用(現在は面．技術面での協力について要請してきた。この要請に

ほとんど全部伐倒後焼却）対し，関係省庁の指示により国際協力事業団は技術面で

⑥森林管理．林業行政組織の充実および林業専門家の協力の可能性についての調査(事前調査)を行なったも

の誕成のであり，近々その報告がまとまることになっている。

このように並べてみると，極めて基礎的な政策課題で技術協力の可能性についての正式な判断はその中で示

あるが，それだけに’同国政府がこれらの政策を早期にされることとなろうが，林業関係調査団の一員として見

達成しようとする熱意については，同じ行政にたずさわてきたかぎりにおいては，わが国の森林．林業管理経営

る立場からよく理解できる。1mにおける技術的・人的水準は，パラグアイにおける森

林．林業の発展に対して，極めて効果的な協力を行ない

■パラグアイ国の対日援助要請うるものと考えている。

と日本の協力の可能性■同国には約8,000人の日系移住者が生活しており，日

同国政府は,これらの政策の推進を図るため,FAO等本の技術協力をやりやすくしているとともに，技術協力

の国際擬関ならびにスイス等の協力を受けながら着実なの成果が，これらの人々の生活に直接影響を与えること

努力を続けているが，昨年，わが国に対し，森林調査，も忘れてはなるまい。（林野庁林産課）
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木材工業廃材の燃料とし

ての利用（1）

林試筒本卓造

木材工業No.371

1978年2月p.3～7

木材工業では各製造工程から多量

の廃材がでるが，これらを燃料とし

て利剛するさいの発熱量，燃焼装

圃，ボイラ効率などについて論じ，

これに基づき燃料としての評価を試

みている。また大気汚染防止の立場

から木屑ボイラにおける煤煙の発生

とその除去についても言及してい

る。

まず，廃材の種類と性状につい

て，ついで廃材（木屑）の燃料とし

ての性賀（/|<材の成分，発熱量）を

解説している。水紬に入って，廃材

の燃焼において，その燃焼過程，所

要空気趾，燃焼ガス通，効率的な燃

焼の要#|:が述べられ，最後に燃焼装

置として，ボイラの種類と特徴につ

いて図示されて説明されているが，

以一ドは次号にゆずられている。

自動釘打ち機による集成

部材の釘打ち接着

北海道・林産試金森勝義ほか

林産試験場月報No．312

1978年1月P、7～12

造作朋巣成材の製造過程における

プレス操作を釘蒲圧締に代替させる

ための遮蔽条fl:を検討しながら，実

用化への手がかりを得ることを目的

としたもので，今回はこの予備的な

実験として，閲定式の自動釘打ち機

により，比較的小さな断面寸法のひ

き板を厚さ方向に釘着圧締させたも

のに限定して，釘打ち接着の接着力

と木破率に影響を及ぼす2，3の要

因について検討したものである。

結論として，ひき板の徴種と幅寸

法は接蒲力と木破率のバラツキに対

して大きく寄与し，また接着剤につ

いては変性尿素樹脂が最も良好な値

を示したが，さらに空隙充てん性の

向上が必要であるとしている。

スギにおける不稔種子の

形成

九大農松田清ほか

日本林学会誌60－1

1978年1月p.1～9

スギは自然交雑でも多くの不稔種

子ができるが，聴性が低くなる原因

はほとんど解明されていないとし

て，スギの他家，自家，無受粉の各

胚珠からできる不稔種子の形成過程

を組織学的に調べたものである。

他裳，自家受粉胚珠では，受粉か

ら受精に誰る雌雄配偶体の発育過程

で，次の4つのタイプの発育異常が

観察された｡(1)脈のう細胞の早期退

化(金胚珠散の1.4%),(2)遊離核期

の初期に現われる雌雄配偶体の異附

（3.4彫),(3)遊離核期の終わりに始

まる雌雄配偶体の退化(11.4％)，（4）

発育終了前に現われる雌雄配偶体の

異常（6.7先)。無受粉胚珠では，珠

皮は正常に発育するが，雌雄配偶体

はほとんど発育しなかった。完熟時

の不稔砿子の形態は，雌雄配偶体の

退化時期と密接な関係にある。以上

のことから，スギの不稔種子の形成

は雌雄配偶体の発育異常にもとづく

ものであると考えられる。

ドリルフェラー（伐倒機

械）の実地試験

沼田センター小山田孝二ほか

機械化林業No.290

1978年1月p.25～41

油圧方式による伐倒機械は，伐倒

木に割れが生じ材価の損失になるの

で，この方式とは異なった伐倒方法

として，受口および追口をドリルで

穿孔し伐倒する自走式伐倒磯が開発

された。

供試賎は現在市販されている不整

地走行車のシャシー上I己塔載したド

リルで，立木に穿孔し伐倒すること

を目的として開発されたドリル式伐

倒磯械で，ドリルは受口穿孔用の3

本と,追口穿孔用の15本のドリルを

油圧モーターで回転する小型伐倒機

械である。また立木保持と伐倒方向

規制のブームを装着し，安全作業が

確保されるほか，受口，追口の穿孔

およびブームの操作はコントロール

ボックスによる遠隔操作である。

まだ，ドリルの径とエンジン出

力，作業性と作業功程等に問題点が

あるとしている。

木材需給の展望とこれか

らの林業のあり方（1）

鹿児島大農赤井英夫

森林組合No.89

1977年11月p.22～31

スギ，ヒノキをはじめ木材価格は



かなり顕著意下落をみせており，林

業，林産業は苦しい状況にあり，林

業の将来についても厳しい問題状況

がまちうけているとみられる。

そこで，まず戦後の木材･需要を，

国産材主体の段階・過渡的段階・外

材主軸の段階にわけて概観し，次い

で今後の木材需給の展望を行ない，

需給をめぐる基本的な問題点を明ら

かにし，さらにこの問題状況に対応

して，林業あるいは国産材供給が，

いかにあるべきかを述べている。

本号においては，木材需給の動

向，木材需給の今後の展望が述べら

れ，次号において問題点の整理，問

題状況への対応が論じられることに

なっている。

特集・苦境からの脱出

（2）

現代林業・編集部

現代林業No．140

1978年2月p.20～32

個別経営がゆきづまりをみせてい

る現状にあっては，山村を振興する

決め手として個別経営の共同化が考

えられるが，もろもろの条件から，

その有利さがわかっていてもなかな

か実現できないでいる。

この難しいといわれる共同経営の

成功している富山県における例をと

りあげて特集している。栃折林研グ

ループは，ナメコと山菜の共同壌業

を手始めに，農業から林業土木にま

で手を広げ，共同経営を軌道にのせ

ている｡

この林研グループの共同経営を中

心に，腿林業の共同化を考察してい

る。

特集1－赤羽武（筑波大）：特産

部門で可能な共同経営

特集2－編集部：過疎に挑む栃折

林研グループ（富山・八尾町）

戦後の沖縄県における木

材市場の展開構造

琉球大農仲間勇栄

・林業経済No.350

1977年12月p.1～11

沖縄における戦後の木材需要の特

徴は，1960年代初頭を分岐点に,前

半は杉材，後半は南洋材主体の怖造

にある。すなわち，50年代の杉材.は

島内の総需要の約9割近くを占めて

いたが,60年代に入るとその地位を

南洋材にゆずるにいたった。

50年代は戦後復興期，60年代は

拡大発展期であったが，以下，戦

後の木材市場をこの二つの期間に分

け，木材の需給，流通組織の展開椛

造の実証分析をふまえたうえで，今

日的な問題点の解明を試みている。

スギの耐乾性育種

王子・亀山育種場柴田勝

林木の育種No.106

1978年1月p.16～19

乾燥しやすく栄鍵分に乏しいアカ

マツ林に，少しでも植職できるスギ

はないかといった発想から研究がぼ

なわれた。

現在，耐乾性の選抜は苗木を材料

に行なっていぁが，これは床替苗の

生存率の向上，山出し輸送時の乾燥

に耐える品種の作出を目的としてい

る。BD(d)またはBc型土壌に植栽

することにより，山地選抜を行なっ

ているが，これにより，耐乾性が高

く耐療性も商い品種の育成が可能に

なるとしている。そこで，一応耐乾

性品種《mDR系統"なるものを30余

クローン選抜したので，その経過お

よびそれに関連する仕事について紹

介している。
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超高圧ウオータジェット

による木材の加工技術

スギノマシン（株）須田純司ほか

山林No.1123

1977年12月p.30～|35

当社は，すでに高圧水によるクリ

ーニングマシン「スギノジェットク

リーナ｣を開発しているが,さらに腿

間圧力化し，ノズルから連続的に噴

射させて各種材料の穴あけ，切断な

どに利用する目的で2,000～7,000

kg/cm2の「スギノアクアジェッI、

カッタ」を開発し，各種非金属材料

の切断に利用されている。

ここには，各種用途の巾から木材

等の切断加工と原木のはく皮につい

て，その実験結果および応用例を解

説している。

白糠署チクベンニナイ森

林施業実験林における20

年間の成果と考察

帯広・白糠営林署小池茂樹ほか

昭和32年5月に設定されたトド

マツを主体とした森林施業実験林

（択伐を主体とした5.04ha,と皆

伐と択伐を組合せた8.0711aの2カ

所）について，ここには，択伐を主

体とした実験林が紹介されている

が，期待以上の成長量が実現されて

おり，道東部の天然林は択伐施業で

進むべきではないかとしている。

○枝幸営林署：雪崩の発

生と予防

スリーエムマガジンNo.202

1978年1月p.27～30
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改善を図るため「国有林野事業改善

特別措悩法案」を今国会に提出しま

した。

この法律案の主な内容は，

①農林水産大臣は，昭和72年度ま

でに国有林野事業の収支の均衡を回

復する等，その経営の健全性を確立

するために必要な基本的条件の整備

を昭和62年度までに完了すること

を旨として，昭和53年度以降10年

間（改善期間）における国有林野事

業の改善に関する計画（改善計画）

を定め，これに従って国有林野事業

を運営するものとする。

②政府は,改善期間において,国有

林野覗業に係る事業施設費で改善計

画の円滑な実施に必要なものとし

て，政令で定めるものの一部に相当

する金額を，予算の定めるところに

より，一般会計から国有林野特別会

計の事業勘定に繰り入れることがで

きる。

③政府は，改善期間における借入

国有林野事業改善特別農林鶏
措置法案を国会へ提出

このため，国有林野事業の財務事

情は急速に悪化し，昭和51年度400

億円,52年度830億円,53年度には

970億円（予定）を財投資金から借

り入れるとともに,53年度予算案で

は新たに40億円を一般会計から導

入して事業運営せざるを得なくなり

ました。

このような収支状況の大幅な赤字

もさることながら，損益計算におい

てもここ当分大幅な損失が予想さ

れ，このままの状態が長びけば，国

有林野事業に課せられた使命が果た

せなくなる恐れもあります。

このため，政府（林野庁）は，国

有林野事業の現状ならびに国民経済

および国民生活におけるその使命の

重要性にかんがみ，国有林野事業の

政府は2月7日の閣議で「国有林

野事業改善特別措置法案」を決定し

国会へ提出しました。

国有林野事業は，最近の木材価絡

の低迷，伐採量の縮減等により収入

が伸び悩んでいます。一方，支出は

労賃を中心とした人件費の上昇，振

動障害予防対策，自然保設を配暇し

た施業の積極的採用等によるかかり

増し経費の増加，諸物価の上昇等に

より増大の一途をたどっています。

それに加えて，国有林野事業を管

理経営する組織機構・要員規模等

は,伐採量が昭和30年代後半の3分

の2に減少したにもかかわらず，当

時とあまり変わっていません。すな

わち事業規模の縮小に見合った経営

改善が十分でなかったといえます。

山村地域の過疎化および農

家の就労構造の変化と林業

林家の約9割が農家林家であるこ

と，零細なものが多い林家の林業投

下労側戯の大部分が家族員に依存し

ている（1970年世界農林業センサス

によると，5～20haの保有山林規棋

階臓林家では，林業投下労働量の

76％が家族員に依存している）こと

から，林家の林業生産活動は，山村

地域の人口や農家の家族員の就労の

動向によって大きな影響を受けてい

る。

山村地域における人口を52年度

の国土庁の資料によってみると，35

~50年までの15年間に3割弱の減

少を示している。

臓謎$裳…I

表振興山村の人口と農家家族員の労働時間

（1戸当たり平均）の推移（35年度＝100）

振興山村｜度
の人口

鋤時間

賃労伽｜その他
100100

137103

166106

家族員の労

自悪業’
年

計

昭和85

40

45

50

lOO

137

166

163

100 10O

91

91

86

０
５
７
８

０
７
６
５

１

Ｑ
一
８

８
７

11472

資料：1.）握興山村の人口は，52年度国土庁壷料（国勢澗査の組み僻えによる

ものであり，各年とも|10月1日の調査にかかるものである

2）腱家家族員の労働時間は，昭和35年度,40年度,45年庇および50

年度「農林省農家経済湖査」による

注：家族員の労働時間の区分でその他とは①ゆい，手伝い，手間換，共同

作業，②自営兼業，③轍員勤務，④挟役，公用，⑤盗産造成をいう



金に係る資金の貸付けについて，資

金事傭の許す限り，特別の配慮をす

るものとする。

④事業勘定において，改善期間中

の毎会計年度の損益計算上繰越損失

を上回る利益を生じた場合には，そ

の上回る額を利益積立金に組入れて

整理するものとする。

⑤昭和52年度末における事業勘定

の特別積立金引当資金の使用残額

は，改善期間において，予算の定め

るところにより，国有林野事業に要

する経費の財源にあてることができ

る。

⑥この法律は，昭和53年4月1日

から施行する。

となっています。

国有林野事業は今国会でこの法律

案が成立すれば，これに従って事業

巡営を推進することになりますが，

一日も早く経営の健全性を確立する

ための自主的努力が各方面から望ま

れています。

また，農林省「腿家経済調査」によ

って35～50年までの農家の家族員

の労働時間の推移をみると，農業へ

の就労時間は，この15年間に42影

減と大'偏に減少したが，代わって賃

労働が63％の増,その他職員勤務等

が14％の増となっている。

このように，山糠地域において

は，過疎化が著しく進行したが，同

時に農家の家族員が臘業経営の合理

化に伴って，安定的な就労の場を求

めて建設業等農業以外の産業への就

労を増加させてきた。このような状

況の推移に伴って，家族労働に大き

く依存してきた林家の林業雄産活動

は，停滞的な動きを示してきたので

ある。
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数年前から，環境緑化事業が

全国的に盛んになり，緑化木の

育成が各地で行なわれるように

なったが，その育成保育過程

で，虫害が大きな障害となって

いることが知られてきた。その

ため’虫害の診断やその対策に

ついての解説や指針を得たいと

いう要望が強く，麗園樹や緑化

木などを対象にした各種の病虫

害関係図書が，街の書店の店頭

にみられるようになっている。

ここに紹介する小林富士雄博

士による「緑化樹木の病害虫

(下)害虫とその防除」が刊行さ

れた背景には，既刊の類書と同

じものがあったと考えられる。

しかし，林業・林学が緑化樹木

に最も近い位地にある関係丘，

著者は林学サイドの立場から緑

化樹木の害虫をみながら，しか

も一般の樹木愛好者にも理解し

やすい内容のものとして作りあ

げている。すなわち，本書は次

のような点で特徴的であるとい

えよう。

○農林省林業試験場昆虫科長の

現職にある著者が，身近に接

している最新の盗料によって

解説されている。

○樹種別に被害のかたち，虫の

形態と生態，防除法が，わか

りやすく記述されており，樹

種はグループ別に30項に区

分されているが，索引を利用

することによって300種に近

い犠種の害虫について知るこ

とができる。とりあげられて

いる害虫の種類は約450種と

いう多数にわたっている。

○まぎらわしい虫については，

色や形による区別のほか，行

動習性などで区別できるよう

淑蛎棚N#

小林富士雄著

緑
化
樹
木
の
病
害
虫
、

ｌ
害
虫
と
そ
の
防
除
Ｉ

(×700）

ド
レ
ス
用
紙

トイレットペーパーで始まったこのシ

リーズも2年近くになるので，同じ家庭

用簿葉紙に属するドレス用紙で締めくく

らせていただく。この種の紙は咽化学パ

ルプとレーヨンを配合してすき，プレス

ロールまたはヤンキードライヤー上でド

爪
クターを使いクレープ（しわ）づけする

化学繊維の場合は抄紙のが特徴である。

後熱加工して紙布にする。 写真は縦線に

特徴のあるレーヨン繊維と針葉樹晒KP

からなる前者である。舞台衣裳，病院用

衣服，エプロン，シーツ，マクラカバー

等その用途は広い。最近では防水処理を
と
雌
■
■
■
■
垂

《
■
■
一

強くほどこして水若も1乍られている。 タ

ナプキン等は木材パルプのみで作オル，

られる場合が多い。1967年モント リオ

－ル万博から世界的になったテンプラ蚊

紙は無サイズで作る。これを幾枚も重ね

ると紙おし必になる。ごく薄葉にすると

京花紙，化粧紙となり，原料の質をおと A5判290ページ

日本林業技術協会

東京都千代m区

六番町7

1977年11月1日

発行

定価3，000m

すとちり紙になっていく。

(林試 宇佐見国典氏提供）

■■ 一

愛鬮の造形
蝿
、
、
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に，理解の容易な検索表が用

意されている。

以上のほか，答虫の加害部位

や加害のしかた，農薬について

の留意事項やその使用法，防除

法などについて，一般的な概念

が得やすい配臘がなされている

ので，専門家ばかりでなく，樹

木を愛する一般家庭の人達にも

役立つ実用灘となっている。紙

質がよく，活字が鮮明であるこ

とも，読みやすさを助けてい

る。

一一一DB一←P二一引■早■＝一－1－■L正

IⅢ三重萱〃
Ｆ
■
■
Ⅱ
ａ
０
▽
■
二
８
１

■
■
Ｉ
凸

■
｜
△
■

自然保全における節度（考）
[
P!

しかし，自然は自然の力で必ず

変化するものであるから，保謹保

存の目的に応じた管理措置は必要

である、

しかも，保批保存の措置が行き

過ぎになると「人の営み」を阻害

することも発生すぢ。

したがって，自然の保護保存の

ための管理には，必ず｢人の営み」

を阻害する要因を防止することも

含まれていなければならないはず

である。

それが，ここで言わんとする

自然保全における節度のことであ

って，たとえば，岐阜県下の益剛

郡・恵那郡一帯での特別天然記念

物であるカモシカの繁殖に伴う地

元林業者の捕狸要求は，まさに，

この自然の保誰保存において，節

度が求められている事例であると

考える。

そして，自然の保謹保存の管理

播臓で必用なことは，何を対象

（襖数もある）とし，どの程度の

保継保存措置を，いかなる範囲で

実行するかという目的に対応でき

る技術分野の確立ではあるまい

か。

(M･N)

自然の保護保存の仕方にも節度

があるのではないだろうか－．

自然に関する保謹保存撒|瞳の要

請が，強くいわれるようになった

のは，経済の高度成長過程におい

て，産業公答が顕在化し，人口の

都市集中により都市の生活環境が

悪化し，土地開発によってでも生

活環境の悪化が拡散される側面が

あり，また，野生動植物の生存基

盤が催害されやすくなり，化学製

品の日常生活への普及による弊害

が明らかになるなどの自然環境か

ら遠ざかりつつあったことに対す

る反省から，人々の間に,Iﾖ然の
あこがれ

環境に対する億が高まってきたか

らである。

自然の保謹保存の目的は，非常

に貴璽な野生動植物の保I巡保存・

学術的歴史的事物の保全，優れた

自然景観の保全・災害の防止等が

主な事項であろうが,自然保護が，

一般的に普遍化する段階では，か

かる目的と自然への‘蹴れが混合し

て,心情的ないわゆる「自然愛護」

という形となり，無目的的な自然

の保謹係存の期待となる。（自然

愛鯉の糀神が普及することは，極

めて必要ぽことであるが－）

緑化樹木の害虫とされるもの

の大部分は林地でみられるもの

であり，中には林業害虫として

重要な種類が多数含まれている

ことを考えると，本書は，一面

では，林業害虫の参考書として

の責めをも十分果たしている。

その意味では，林業関係者のた

めには特に有益であり，上巻と

あわせて，座右に備えられれ

ば，森林病虫害対策のための好

個の伴侶ともなりうるであろ

う。あえて，本誌上を借りて推

奨するゆえんである。

（林業試験場関西支場

山田房男）

この柵は細峰風が担当してI､ますllI

セグロシャチホ． 二I
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正博）

口液剤散布によるマツノマダラカミ

キリ防除試験（川畑･国生･村本･谷

口･寺師･勝）ロマツノマダラカミキ

リ後食防止試験(国生定男）

ロスミチオンによるヒノキの薬害

(川畑克己）ロスギ･ヒノキ薬害試験

(国生定男)ロコガネムシ幼虫防除試

験(越冬幼虫に対する検討）（国生定

男)ロコガネムシ防除試験(新生虫対

象夏期処理の検討)(国生定男）ロコ

ガネムシ幼虫防除試験（新生幼虫に

対する検討)(国生定男）ロコガネム

シ(幼虫)防除試験(室内試験）（国生

定男）

ロコガネムシ温度別殺虫効果試験

(国生定男)ロサツマコブキコガネに

関する研究（1）(国生定男）

口緑化樹の病虫害に関する研究（谷

口明･村本正博)ロ針葉樹病害防除試

験(村本正博･勝喜鋼）

ロノウサギによる造林木加害に関す

る研究一スギ・ヒノキの被害につい

て一(谷口明)ロノウサギの生態に関

する研究一飼育したノウサギの成長

について一第1報(谷口明)ロノウサ

ギ被害の防除に関する研究(谷口明）

囲嗣眉廟
燕こ二に紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。
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昭和51年度業務報告

昭和52年5月

口新林業地帯における主要樹種に関

する総合研究一伊佐地方のヒノキ第

4報(補足研究）（山内惇･青木等･東

巾修)口下刈省力試験(田中郁太郎）

ロマツ産地別直揺造林試験地21年

生の成長（山内孝平･山内惇･田中郁

太郎）

口放牧林地の11年生の成長(植栽方

式試験）（山内孝平）

口車生造林試験地10年生の成長(山

内孝平･山内惇)ロ九州産優良スギ品

種の現地適応試験21年生の成長(山

内淳･辻稔）

口林地肥培技術体系化試験（田中郁

太郎)ロヒノキ不良林分の実態調査

(青木等)口海岸地帯のクマギ林調査

(郡山正昭･東中修）

ロポタン材の調査事例(枝打,肥培林

齢との関係）（山内淳）

口生態応用による広葉樹の育成技術

に関する研究一山地植栽試験一(寺

師健次）口砂地および海岸埋立地に

おける緑地造成に関する研究一補完

的調査一(寺師健次）

ロヒノキ精英樹クローンの着花結実

性調査一ジベレリン処理区と無処理

区の比較一(辻稔)ロスギ人工交配

試験(辻稔)ロ生態応用による広葉

樹の育成技術に関する研究一増殖試

験一(郡山正昭)口生態応用による広

葉樹の育成技術に関する研究一緑地

造成試験一(寺師健次･田中郁太郎・

青木等）

ロクヌギ幹材積表，収椣表の調整

（1）(東中修)ロ有田竹に関する研究

(浜田甫･森田茂）

第25号

鹿児島県林業試験場

□たけのこ専用林への誘導試験（森

田茂･浜田甫)口食用茸に関する研究

（山下郁男･森田茂）

ロシイタケ滑木と加害する不明菌に

関する試験(山下郁男･村本正博）

口広葉樹林の実態調遜(山内(孝)･田

中･村本･寺師･谷口･森田）

口広葉樹および外来樹種の植栽試験

（小牧昌文･白原徳雄･本1m和男）

口亜熱帯林木育種試験(本、和男）

口亜熱帯広葉樹によるシイタケ品種

別淡培試験(本田和男）

口亜熱帯広葉樹の樹種別キクラゲ栽

培試験(本田和男)口亜熱帯広葉樹森

林害虫(キクイムシ調在)(白原徳雄）

口没透性殺線虫剤によるマツノザイ

センチュウ病防除試験(村本正博)ロ

スウィングホッグによるマツノマダ

ラカミキリ殺虫試験(川畑克己･村本

カモシカ被害防止対策調査報告書

昭和52年3月林野庁

本綴告書は日本林業技術協会が林やすい場所，樹種，造林木以外の食

野庁より調査委託をうけ，近年カモ餌植物などが報告されている。

シカによる森林被害の増大傾向に対このほか被害防止効果洲査も同時

処し，カモシカの生息状況や環境条に行なわれ，防謝||1,忌避剤，ポリ

件などと被害発生との相互関連を解ネット，誘引剤についてそれぞれ防

明し，適切な被害防止対策を樹立す止効果，誘引効果の調査結果を報告

るために調査とりまとめたものであしているが，防謹柵については構造

る。上の問題，コスト面などが今後の改

この調査の対象地は過去において良課題であること，忌避剤，ポリネ

カモシカによる被害を受けたことがツトについては効果は認められる

あるところ，あるいは今後被害の恐が，いずれも今後の改良，調査力泌

れのある地域を対象とし，長野，岐要であるとされている。また誘引剤

単両県下6カ所が選定された。（塩)については，全く反応を示さな

被害実態調査により，被害を受けかつたことが報告されている。
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会員の広場

林業信用基金の現状と課題

1°はじめに

林業信用益金は「中小林業者等が

受ける融資の債務保証をすることに

よって，金融面からその経営改善に

助力する」目的をもって昭和38年

10月に発足し，以来本年で満15年

になり，いよいよ元服の年を迎える

ことになった。

しかしながら，当信用基金に対す

る林業関係者の認識はいまだ‘脳じみ

薄きの感があり，ここに林業信用基

金の現状，課題等について述べさせ

ていただき，ご理解を賜わりたいと

願う次第である。

発足の昭和38年度は年度の途中

でもあり，出資金は約10億円,保証

残高も13億円であったが，昭和52

年12月末現在では，出資金累計は

約52億円，保証残高も約464億円

になり，代位弁済にともなう求償権

残高も約20億円となっている。

2．業務概要

1．業務

(1)保証の対象

IA)中小規模の林業者等（資水金

の額または出資金の総額1千万円以

下のものおよび常時使用する従業員

の数が300人以下のもの）が,(a)*

光本政光

材生産,(b)製材（合板業の一次加工

を含む),(c)林業種苗生産,(d)薪炭生

産,(e)きのこ生産，等の事業を行な

う巡娠資金が対象である。また昭和

50年度より，事業の設備貸金（最高

限度2年据置，15年俄還)が追加に

なった。

(B)協同組合が上記那業を行なう

場合の運嶬資金，転貸資金，共同峨

入資金が対象。1冊和48年度に共同

販売資金（転貸資金の一種)，昭和

50年度に設備資金が追加になった。

（2）出資と保証倍率

保証倍率は，林業者等の出資の最

低20倍，最高30倍（最高は，県が

林業者等と同額出資の場合）であっ

たのが，昭和52年度，最低30倍，

最高45倍に改訂した。

（3）保証の範囲

借入金の80％。その後昭和49年

度に協同組合利用の場合は100％。

また昭和52年度に間伐材生産利用

の場合は100影に改訂した。

(4)保証料

年率0.73％を昭祁51年度に0．68

％に改訂した。

(5)借入期間の限度

素材・製材・薪炭生産は1年，林

39

業種苗生産は3年であったが，昭和

40年度特例として前者を2年，後

者を3年に改訂。なお昭和51年度

に前者を3年，俊者を4年に改訂し

た。

(6)協同組合出資の場合の間接利

用。1組合員が受けられる保証金額

の最低限度を設立当時は100万円と

していたが,昭和52年度に150万円

に改訂した。

3．組織

常勤の役員は理事長，理擬，監事

の4名および企画室(調査役),総務

部（庶務課,経理課,広報連絡室)，

業務部（管理課，保証課，洲査役）

の職員44名で運営される（ほかに

非常勤理事7名,評議員20名が加わ

る)。

なお埜金の現地協力者として相談

員の制度があり，各都道府県の木材

協同組合連合会などの団体役職員の

中で相談員を1名以上選任し，協力

していただいている。

4．普‘及

林業者等のうち，事業資金の関係

で基金を利用する度合の大きい業種

は,素材生産業,製材業であるが,両

業種だけでもその構成員は約5万人

である。埜金に出資している林業者

等の総数が約6,500人であるので，

両業種だけみてもその総数の13％

にすぎない。

また林業信用基金の保証最高限度

額は，昭和52年度12月末現在で，

84,541百万円であるが,保証残高は

46,487百万円であり，最高限度額の

55％の利用にすぎない。なおいっそ

うの普及活動が必要である。

5．課題

基金業務の拡大についての課題と

して，(1)100％保証について，(2)木

材流通資金の保証について，ならび
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表・1各都道府県保証倍率表 (53．2．1現在） ととなり，人員，予算等の点で困難

がある。

また現行の保証倍率（最低30倍，

最商45倍)，保証料(年率0.68％)聯

が100影保証となれば，80影の部分

保証に比較して制限が厳しくなる。

なお,協同組合利用,間伐材生産利用

の場合はすでに103影保証に改訂し

ている。

(2)木材の流通資金の保証につい

て

木材の流通は，素材，製材製品そ

れぞれ各段階に流通磯関が介在し，

最終需要省に渡る段階で製材製姑の

小売があって，流通が完結する。木

材流通資金設定の要望は，木材･市場

関係に特に強い。

林業基本法は，林業の生産，加

工，流通の総過程の合理化による林

業総生産の増大と生産性の向上と併

せて林業従事者の地位の向上を目標

としており，産業としての林業にお

いて「生産」と「流通」は車の両輪

のようなものである。特にわが国の

木材流通業界は零細規模のものが多

く．流通秩序の動揺は｢林業の振興」

と「国民福祉の向上」に影響が大き

いので，その健全な育成強化がとく

に望まれる。国の林産行政の一灘と

して政府の指導を受けながら，検討

しなければならない課題である。

兄（林業信用甚金洲）
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(注)傑証催率=30膳十雪雲諾羅鍵繕鐙驍跨)×'5膳
(A)一出演苔の保証限度額＝当該出資者の出資額×当該以の保証倍率

(B)(A1に艦つくMh""i=(A)×W
o必要出寅額=融盗希望額×A÷当該県の耀羅倍率
ただし，必要出資額の1万円未満の端数は1万円に切り上げること。

に甚金の今後の迩営についての課題部分保証があっても残余の20％を

として,(3)出資金の減少と求償権残いかに取り扱うかその審査手続き等

測の増大について，の3点が考えらで処理が複雑になり，したがって手

れる。続きに要する時間もかかる。100影

（1）1”％保証について保証が望ましいという意見が強い。

避金の保証は，林業者が融資を受基金としては，全面的な100影保

ける場合の信用の補完である。現征となれば普:類審査だけでなく，現

在，会社，個人等の場合は融資額の地淵査の必要も多くなり，出先機関

80％の部分保証である。融資機関のを持たない雄金としては，事故発生

側からは｢与信枠外扱い」において，等の場合は，中央から直接出向くこ

表・2林業者・出資者・既利用者表・3出資者の利I

、

用状況

燗別人数(人）
｢

組 合会社個人計
B

年度
出溢者利用者A出識者利用者出資者利川費出溌者利用者
AB

％

387331351,3482301,5731703065453514.6

407623851,5818321,6465494,0191,76643.9

457955442,5922,1842,3291,6405,6864,368176｡8

5O7225683,1162,6992,6422,0186,4805,285181.6

517235663,1762,7692,6452,0266,5445,36181．9

範

林業者等総数

素材生産

製枕

林業種苗生産

薪炭生蕊

きのこ生産(蕊劉業）
出資者

印
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氾
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５
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刀
，
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既利用者 5.“1

林難信用薙令磯

(注）52.3.31現晒I
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表・4代位弁済および求償権 (金額単位：千円）

代位弁済

件数｜金

求償権消却

件藪T蚕斎’
求償権回収
一一一一

完結件数｜金釧

求侭権残高

件数金額

年度

額
(注）消却済求償権件数

の（）棚は一部瀦

却の件数で外数であ

る
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(3)出資金の減少と求償権残高の

増大について

長期の不況により代位弁済は急増

しており，しかも過去の求償樅の回

収は困難なものが多くなってきてい

る。

また保証倍率引上(昭和52年6月

20日）後の月別新規･追加出費およ

び出資誠渡を51年度同期と比べる

と，52年度（7-12月）新規出資総

額は74件,34,270千円で51年度の

73.3％，47,5影にあたり，追加出資

総額113件（同30.9%),31,130千

円（同35.5％）と減少している。一

方,出資譲渡については52年度188
丁

件(111.2％)，54,360千円(99.2％）

と51年度と変わらず，全体として

出盗金は減少傾向にある。

基金の運営が，「預金利子｣，「保証

*H,「出資金｣，「求償権の回収」の

四つを収入の柱として行なわれてい

るところから，運営の先行に不安が

ある。

各都道府県の保証協会の場合は，

国の保険制度があり，代位弁済の

70%は保証されている。基金には国

の出資があるので保険制度はない。

基金の発足当時は，林業者等の出

資と都道府県の出資の合計額に似合

う国の出資が期待できると聞いてい

たが，現在は必要に応じて国が出資

することになっている。

求償権残高の増大については，不

良求償権の消却も増大するものと思

われるので，その点も勘案のうえ基

金の健全な発展のため国の増額出資

が望まれる。（林業信用基金理事）

市場価逆算式について

水本澄雄

はじめに

市場価値のある立木の評価には，

国有林をはじめ，一般に，次のよう

な，いわゆる市場価逆算式が用いら

れている。

"-f(｣暑")-B｝－．X=Zav･〃一C

郡：施設費を計算に入れない立

木単価

／：利川率

A:製品市場単価

／：盗本回収期間

＃．：収益率

B:施設費以外の覗業費（製品

単位当たり）

C:施設費（総額）

X:立木評価額（総額）

〃：立木材積

実務においては，ほとんどの者が

さしたる疑問を持つこともなく，機

械的に市場価逆算式を用いているよ

うだが，この式の原理を十分理解し

ていないために，適切に運用されて

いないケースが多くみられる。

本稿は，実務面で特に誤用されが

ちな収益率および多時点におけるキ

ャッシュ・フローの問題について，
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検討･しようとするものである。

収益率

①式は市場価格および事業強を総

額でとらえると次式のようになる。

X=乖合万デ-B……②
X:立木評価額

A;製品市場価柊（総額）
〆

B:事業費（施設費を含む総

額）

ノ：資本回収期間

ノ'：収益率

②式は，次式のように変形でき

る。

(X+B)(1+")=A…･③

③式は単利式であるが，これは，

計算の簡便性から，複利式の近似式

として用いているものである。すな

わち，二項定理

（1＋7．)↓

＝('十")+血苛1),.2
+I(I-'4(1-2),.3+""...…

6

が示すように，ツ･が非常に小さい値

で,Iが比較的短期間の場合は，右

辺の2項以降はゼロに近くなるから

（1＋ﾂ')'=1+〃となる。

これからは，説明の便宜上複利式

を用いることにする。

③式を複利式で表わすと，次式の

ようになる。

(X+B)(1+")I=A･…･.@

④式は，立木代金(X)と，その

立木を伐採し，市場まで搬出するの

に必要な資金(B)を投下して,I

期後に素材の売上収入(A)を盤得

するという，資本の増殖過程を表わ

すものである。ここで，ｿ・は資本の

*MWII率を示しているといえる。ま

た，’"は，立木伐出業の投費の側面

からみれば,XおよびBの盗木を，

もしも他の使途に運用していたら，

得たであろう利益，いいかえれば，

当該立木の買受けにより，他に投資

をする機会がなくなることによって

失われる利益（磯会原価）に対する

資本(XおよびB)の比率，いわゆ

る資本班(costofcapital)である

といえる。

さて，ノ･は，立木の評価上いかな

る水準のものを用いるべきであるか

が問題である。上述のように，'･を

機会原価的なものとしてみると，わ

が国の代表的な立木伐出業における

資本利益率の平均を基準として，評

価上用いるﾉ･の水準を決定する方法

が考えられる。

ここで，資本利益率といっても，

利益あるいは資本のとり方によっ

て，総資本利益率，経営資本営業利

益率，自己資本利雑率等があるが，

立木の評価上用いる7．としては,A

は当該立木から生産される製品の売

上収入のみであること，また，これ

に対応するXやBには，立木伐出業

本来の営業活動にかかわりのない営

業外跳用が含まれないことから，経

営資本営巣利雄率（営業利益÷経悩

資本）をとるのは当然であろう。

ただ，ここで，付言しておかなけ

ればならないのは，他人資本に対す

る利子についてである。借入利子

は，利益から分配されるものである

とするならば，営業収益に対応する

費用概念には含まれないであろう。

したがって，国有林の従前の評価

式(注'〕のように，利益率のほかに金

利をみることは，金利の分だけ重複

して余‘汁に見職ることになる。

さて，ノ'の水準は，現在から未来

にかけて，あるべき利益率である

が，これを審観的に決めることは極

めて困難であるから，過去におけ

る正常な経営資本営業利益率をもっ

て，これに代えるのが適当であろ

う。

正常な経営資本営業利益率とは，

過去における各企業体の実績として

の経営資木営業利益率の単なる平均

ではなく，相当長jUlにわたる正常な

経営状態における利益率の平均を考

えている。相当長期間の利益率を平

均するといっても，これは，一般経

済の短期的な変動による影響をなら

すことを目的とするものであるか

ら，高度経済成長期までさかのぼっ

て，利益率の平均を求めてみても現

実的でない。したがって，現在にお

いて用いるべき'･は，経済椛造変化

後の安定経済成長期における経営資

本営業利益率の平均ということにな

ろう。

次に，正常な経営状態における利

益率とは，財務諸表等の財務会計資

料に表示され収益および徴用から偶

然的なものを除去して計算されたも

のを意味する。偶然的な収益および

費用を除去する方法としては，各企

業体ごとに財務諸表等の会計資料を

分析する方法，各企業体の財務会計

資料から計算された実際の経営資本

営業利益率をクロス・セクション・

データーとして，これを回帰分祈に

より統計的に修正する方法等が考え

られるが，これらの具体的な手法に

ついては，別の機会に識ることにし

たい。

これまでは，ノ・を機会原価的なも

のとしてみてきたのであるが，立木

伐出業における投盗の機会を立木伐

出事業に限定するのは疑問である，

という議論もあろう。資金の選択自

由性からして，あらゆる機会，たと

えば国債を買うとか，市中銀行に預

託するとか，等々を考えて国債の利
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が高い（弱い光）

一一‐－…夕＝…グー…－…一一……

ではカリビア松(PinusCaribaea)は，日陰率が高い（弱い光）

ほう力城長がよいというデータがあるが，材質の面から疑問が残

されている。またコーヒの木は従来経験的にバナナの木の下で栽
培されてきたが,最近日陰なしで育ち,収穣賦も4～5倍以上とい

う品種も現われてきた。

＜水＞温帯に比べてシヴィアな問題である。苗畑で1日水を与
えなかったた功に，実験を【↑'止せざるを得ないこともあり，山野
に植林した後，数日間雨が降らず全部活着に至らなかった例も珍
しくない。

＜草＞雑草の繋殖力は極めて旺雛である。ユーカリなどではそ
の対簸に必死である。とくにツルの罪は大きく民家の庭の植木の
周りには金網をめぐらしているのをしばしばみかける。

その他種子の保管などに困雌なものもあり，冷蔵室に入れてお

いても突然発芽して大あわてした経験もある。保管時の温度によ
る種子の発芽，活着等成長の述いを明らかにする研究も行なわれ

ている。

熱幣では，｜司一樹種においても，環墳条件の述いで，温帯での
10年，20年に匹敵するほどの成長の違いがでてくる。それだけ
に，適材適所ということが砿要な問題とされるが，これは非常に

小地域的（特に山岳地帯）なことなので，研究・経験の積み重ね

に期待するしかない。

これらの熱帯地域は，いわゆる開発途上国であるので関係各国
の政簸，経済・技術協力等に密接な関係をもつものである。森林
の問題もそれらとともに進められ，安定確立されていくものとな
ろ う。（終）
〔プエル1,リコ短信も終回となりました。筆者はこのあとロッキ
ー山森林試験場へ移り，今月蹄胴します。この間の見聞，体験等
については，また形を変えて登場いたします。ご期待下さい。〕

プエルトリコ短信(8)終回畠村良二

当研究所（合衆圃フォレスト・サービス熱帯林業研究所）の森
林生産における主な考え方は，できるだけ早成長の樹匝を植える
ことによって，地域住民の福祉，労側条件の向上等に高い効率で
貢献しようとするものだ。早成長樹菰における利点は普通伐期の
それと比べて収謹回数が増える，すなわち現金収入の回数も蝋え
ることになる。また当地のような急峻地形の多いところでは大規

棋造林は将来においても難しいことを考えると，小而職における
生産基盤の確立を目ざす点からも有利であろう。さらには技術面
においても，伐期が早いということは，木が枯れても制i棚等の手
段で十分埋め合わせることができ，危険率も小さなものとなる
ことなどがあげられよう。

しかしながら早成長樹種の多くは材質が劣るという璽大な欠点

を有していることが多い。同一樹菰でも成長の良いものは材質が
落ちる。すなわち材質は成長の早さに反比例しているといえよ

う。ここで材質とは何かということを巻えてみなければならない
が，本文の目的ではないので他機会にゆずるとして，少なくとも
日本人の感覚と欧米めそれとは非常に異なっているといえる。し
たがって早成長樹種をそのまま日本へあてはめるということは慎
重を期する問題である。

ところで熱帯造林とは具体的に温構におけるそれとはどう述う
であろうか。

＜光＞苗畑においては日陰で育てられる樹種は数多い。熱滞の
地では光というより熱によって枯れてしまう場合が多いので，し
たがって日陰率（具体的には覆いの網の目のアラサによる）の連
いによる成長の変化をみる研究が菅から行なわれている。現段階

－．一一－一一…必－一一

提の下に冒騨された原価営業利益率

をとったのか，疑問の残るところで

ある。

この原価営業利益率を1．として用

いることについては，近藤氏が指摘

しているように(注3)，原価営業利益

率は，期間的要染の介入する余地が

ないものであるのにもかかわらず，

これを年率から月率に換算し，資本

回収期間にかかわらせていること，

また，原価営業利益率17％は資本回

転率＝1の前提に立つものである

が，これを，必ずしも，資本回転

率＝1とはならない事業期間を基礎

回り，預金利子率等を7･の水準を決

定する基準とすべきである､という

主張である。しかしながら，現実の

問題として，安定的な経営状態にあ

る立木伐出業は，人，擬械等一定の

キャパシティーを抱えていて，投資

の機会を自由に選択できるような体

制にないから，そのような主張につ

いては，首肯し難いところである。

ここで，参考までに，現在，国有

林が立木の評価に用いているｿ'は，

どのようにして決めているのか，若

干の私見を交えながら紹介すること

にしよう｡(注2）

現在，国有林が用いている7．は，

昭和28年度から32年度の5カ年に

わたる製造業の経営資本営業利益率

の平均14.5％（中小企業庁調査｢中

小企業の経営指標」による）を，次

のような誘導により原価営業利雛率

17％に換え，これに，立木伐出業の

特別危険負担3％を加えたものを

12カ月で除して月率1.6％と決定し

ている。すなわち，

篝灘一驚壷幕×蔦響驚
(鶴綴)(爵転箪)(曹難滿錐蔓）
の関係から，資本回転率＝1（売上

高＝経営資本）の前提で，売上高営

業利益率＝経営資本利益率＝14.5％

とし，この14.5％を

攝囎鴬=,壺鱗蕊鑪華
に代入し，原価営業利統率17％を

求めている。このように，なぜ経営

資本営業利益率そのものをとらず，

企業の実状にそわないと思われる前

、
図･2多時点型のキャッシュ･フロー
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図．12時点型のキャッシュ フロー
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一
列

、
鳩
１
伽
山

として求められた資本回収期間をと

る場合においても用いることなど，

合理的に説明し難いところがある。

多時点型キャッシュ・
蜂

フローの問題

現行の市場価逆猟式は，図･1の

ように,XおよびBの全額を0時点

で投入し,Z時点で一挙にAとして

回収されるという前提に立った，い

わゆる2時点型キ.ヤッシュ・フロー

の問題として考えられている。しか

し，実際には，そのような単純なキ

ャッシュ・フローであることはまれ

であり，図･2のように,多時点にわ

たって資金が出入する場合が多い。

そこで，前述した市場価逆算式の

原理に基づき，実際のキャッシュ・

フローに沿った評価式（以下「多時

点型市場価逆算式」という）を求め

てみることにしよう。

(X+Bo)(1+1.)''

+B,(1+7g)"-1+･･"…“

+B"_z(1+")+B"

=Ao(1+")"+A,(1+")"-'

+A"_,(1+")+A"･…．⑤

⑤式で，右辺のAo(1+'')'&から

A"-,(1+")までは，回収された資

金Ao,………A"-1が，それぞれ，

〃時点まで’･で再投溌されることを

意味する。

⑤式の両辺を(1＋γ)"で除して整

理すると，次式のような多時点型市

場価逆算式が求められる。

X=Ao-BO+今毒孕

＋語崇十………

＋詰舞鍔十證称-⑥
ここで,AおよびBは日々出入す

るから，厳密には，その額を日ごと

に見積り，ﾉ'（日歩）で現在価値に割

画
一
．
３

0r

0
ノ

足 ノ
！

TA

り引かなければならないが,労務費，

材料費等B経費の大部分が月ごとに

支払われる場合が多く，また,Aも

商慣行により月ごとに収納される場

合が多いこと，さらには，評価事務

に要する労力を老職するならば，月

単位でキャッシュ・フローを見積る

のが実務的であろう。

さて，現行の市場価逆算式では，

実際のキャッシュ・フローが多時点

にわたるのにもかかわらず，2時点

型キャッシュ・フローを前提として

いるため，資本回収期間Jをどのよ

うにして決めるのかが重要な問題と

なる。

理論的には，次式のように，現行

の2時点型市場価逆算式によって求

められるxと，多時点型市場価逆算

式によって求められるXとが等しく

なるような場合の／が，平均された

資本回収期間であるといえる。

A

て，千一万r－B=Ao-Bo

十台為十缶骨;+……

+f'f窃野十緬溌…⑦
沖 椰

ただしA=ZAf,B=EB"
た←0脆典0

国有林においては，／は次式によ

り求めることとしている｡(注4＞

j=TA×器〃……③

TA:事業期間

Tb:平均資本（各月の必要資

金一各月までの支出累計か

ら各月までの収入累計を差

し引いたもの－の平均）

TOノ：総合原価（事業期間の支

出累計）

ここで,TbおよびTO'には,立

木代金xが含まれるとしているが，

Xはこれから求めようとする未知数

である。したがって,実務上,Jの計

郷において,TbおよびTO'を見

職る場合は,'.を捨象し,A--Bをも

ってXに代えざるを得ないことにな

る。このように,Iの計算上,A-B

を立木代金とみなすと,TO'=(A

-B)+B=Aとなり，これを③式

に代入すると，次式のようになる。

/=TA×芽…-⑨
⑨式は，図･3に示されるように，

("Tb)､TA/A)の関係から，

(/=Tb/A)×TAと誘導されたも

ので，この／は，毎期の収入が均等

である（収入曲線が直線である）と

いう前提を置いた場合に，平均資本

Tbが回収される期間を示すもので

ある。果たして，このようにして求

められたjが，⑦式を満たすような

／，あるいは，それに近似するもの

である，といえる確祇があるのだろ

うか。たまたま近似値をとる場合も
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ことは困難であろう。だからといっ

て，本稿で検討した問題を，これら

の問題に埋没させ，等閑視してはな

らないであろう。

（林野庁管理課）

あろうが，数理的には説明できかね

る問題である。なぜ，このような難

解なZを用いてまで,2時点型市場

価逆算式に頼らなければ癒らないだ

ろうか。実際のキャッシュ・ブロー

に沿った多時点型市場価逆算式のほ

うが，合理的であり，実務的である

と考えられる。

多時点型市場価逆猟式では,A"

よびBのキャッシュ・フローを月別

に見積らなければならないから，評

価事務が繁雑になるという批判もあ

ろう。しかし，211*点型市場価逆郷

式の場合も，先にみた国有林のよう

に，／を求めるのに平均資本を必要

とするが，平均賓本の計算におい

て,AおよびBのキャッシュ・フロ

ーを月別に見破らなければならな

い。したがって,2I1寺点型市場価逆

算式のほうが，多時点型市場価逆算

式に比べて，評価労力が少なくて済

むとはいえないであろう。

おわりに

本稿においては，市場価逆算式に

おける収益率》･の本質と水準につい

て考察するとともに，実際のキャッ

シュ・フローに沿った多時点型市場

価逆算式の採用を提|'隠した。

市場価逆算の運用に当たっては，

本稿で検討した問題が解明されたと

しても，ほかに，利用率推計の問

題,AfaBの見積り，特に木材価絡

予測（現行の評価は，一般に，評ｲI11

時点の木材価絡は事業期間中変動し

ないという前提で行なわれている）

の不確実性の問題等重要な問題が残

されている。これらの問題を解明し

なければ，適正な立木評価を行なう

注1国有林の34年以前の評価式は「林

産物亮払単価ノ評定二使用スル公式
二関スル件｣(昭和11年7月17日付
け11111"3198号山林局長通達）に

より，次のとおり定められていた

x=f(,"+"-B)
X:立木単価f:生産歩合A:製
品市場単価〃：資本回収期間p:
利率，．：企業利率

注2現在,鬮有林が用いている7．の水準

決定の基礎は，中央林業相談所編
「国有林産物販売の手引」地球出版

昭36年p・172～173による

注3近藤一己稿「収益率と盗水回収期

間」林業経済1962年6月号
注4「立木販売予定価絡評定公式の改訂
について」（昭和34年11月U日付

け34林野業第5328号林野庁艮営通

達）

地球社

噌言院呼”『‐
改訂
林政学

本番は，林政学の全貌を体系的に，しか
もわかりやすく述べたものである。48年
の初版以来，森林・林業に関係を持つ多
くの方々の好個の参考書として，ご好評
をいただきましたが，ここ数年の経済・

社会情勢の変化に伴い，林政面に加えら
れた改変は少なくありません。このたび，
各論を中心に，大|陥な修正と追補を加え
て，できるだけ時流に副うものにしよう
と努力したのが，この改訂版であります。
関係者の座右の排としﾉておすすめします。

シダ植物に関して造禰の深い著者‘が，シ
ダを通じて知りあった多くの人々との気

持ちの良い交際を，歯切ｵLのよい文章で

語っている。また，日本のシダ植物相が，

戦後「日本シダの会」の会員諸氏の活躍
により，どのようにlﾘjらかにされてきた

かについて，本普はかなり菰要な情報を
包含している。樹木と方言，日本主要樹

木名方言集，植物と文学の旅，植物と民

俗，樹木民俗誌につづく，著者会心の作
である。

羅
閣
宣
両
■
園

塩谷勉著/A5/P376/¥2,800

讃歌
倉田悟箸/A5/P310/¥2,800

〒107東京都港区赤坂4-3-5振替東京2-195298番窓03-585-0087(代）
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第24回林業技術賞ならびに

第11回林業技術奨励賞について
本会は，林業技術の向上に貢献し，林業の振興に

功績があるものに対し，毎年林業技術賞ならびに林

業技術奨励賞を贈呈し表彰しておりますが，各支部

におかれましては本年度の受賞候袖者のご推せんを

3月末日までにお願いいたします。

なお，林業技術賞は次の各号の一に該当し，その

技術が多分に実地に応用され，また広く普及され，

あるいは多大の成果をおさめて林業技術向上に貢献

したと認められる業縦を表彰の対象としておりま

す。

1．林業器具・機械設備等の発明考案またはその

著しい改良

2．最近3カ年以内における林業技術に関する研

先，謝査の報告または著作

3．林業技術に関する現地実施の業績

，休業技術奨励賞はつぎの各号の一に該当するもの

で現地実施における技術，もしくは調査研究または

著作の内容が，とくに優秀であって，引き続き研さ

んすることによって，その成果が大きく期待される

業識を表彰の対象としております。

1．林木育種ならびに育苗に関する最近3カ年以

内の業績

2．森林施薬ならびに空中写真測通に関する最近

3カ年以内の業績

本賞は，その結果を毎年5月に開催される総会の

席上発表し，表彰を行ないます。

第24回林業技術コンテストについて
本会は，わが国林業の館一線で実行または指導に

従事して活躍している林業技術者が，それぞれの職

域において，林業技術の業務推進のため努力し，そ

の結果，得た研究の成果や貴重な体験等について具

体的にその事例や成果を発表するために，林業技術

コンテストを開催しております｡そして審査の結果，

林業技術向上のために効果があり，成績が優秀と認

められた方を毎年総会の席上表彰しております。

参加資絡者は次の各号の一に該当する会員です。

（1）担当区主任，事業所主任またはこれに準ず

る現場関係職員

（2）林業改良指導員(AG)あるいは，都道府

県有林機関の現場主任またはこれに準ずる現

場関係職員

（3）森林組合その他団体，会社等の事業現場で

側く林業技術員

本年度は，3月末日までに各支部より，ご推せん

方お願いいたします。

一 一一一一一一一一一 …一”

－

|協会の~ﾗー三一言1
－

◎海外派遣

国際協力事業団の委託による調査

のため，つぎのとおり職員を派遣し

た。

技術開発部課長小原忠夫

（インドネシア・2/20～27）

澗査部部長代理山田茂夫

（ニューヘブリデス・2/8～3/2）

海外農林業開発協力センターの依

頼による調査のため，坂口顧問をつ

ぎのとおり派遣した。

派遺先･…タイ国（2/26～3/9）

国際協力事業団の実施による，海

外長期研修に参加し，昭和51年3

月16日より，アメリカ合衆国林野

庁熱儒林業研究所（プエルトリコ）

および，ロッキー山森林試験場に派

遣中の職員畠村良二は，受識を終え

3月15日帰国。

◎会費納入依頼

本会の昭和52年度会費は，つぎ

のとおりとなっています。年度末に

つき未納のむきは，3月末日まで納

入下さるようお願いいたします。

正会員一般2,500円

学生1,800円

特別会員（乙）6,000円

（納入は振替送金の場合）

東京03-60448番

昭和53年3月10日発行

林業技術

第432号

編集発行人福森友久

印刷所株式会社太平社
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本
年
度
版
は
、
と
く
に
、
国
有
林
技
術
研
究
発
表
会
が
第
加
回
を
迎
え
た

こ
と
を
記
念
し
て
「
技
術
開
発
加
年
の
歩
み
」
を
第
２
部
と
し
て
収
め
、

第
１
部
の
各
局
代
表
に
よ
る
「
鑓
年
度
国
有
林
技
術
研
究
発
表
」
と
あ
わ

せ
、
今
日
の
各
局
に
お
け
る
技
術
開
発
の
成
果
が
十
分
と
ら
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
副
年
版
（
九
五
○
円
）
残
部
僅
少
あ
り
。

昭
和
腿
年
度

ス
リ
ー
エ
ム
研
究
会
編

ス
リ
ー
エ
ム
研
究
会
編
Ａ
５
判
三
○
○
頁
一
、
五
○
○
円
〒
Ⅷ

間
伐
と
枝
打
ち
の
実
際

林
業
界
の
焦
眉
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
間
伐
と
枝
打
ち
の
技
術
を
林
野
庁
担
当

官
が
誰
に
も
判
る
よ
う
に
磯
窩
な
図
と
写
真
を
も
っ
て
基
礎
か
ら
解
説
し
、
ま

た
、
数
多
く
の
先
進
林
業
地
に
お
け
る
実
例
を
も
掲
げ
て
い
る
林
業
関
係
者
の

必
携
書
で
あ
る
。

第
二
部
枝
打
ち
の
実
際
枝
打
ち
の
基
礎
知
識
／
な
ぜ
枝
打
ち
を
す
る
の
か
／
ど
の

木
を
枝
打
ち
す
る
の
か
／
枝
打
ち
は
い
つ
行
う
の
か
／
枝
打
ち
は
何
回
で
何
ｍ
ま
で
行

え
ば
よ
い
の
か
／
枝
を
ど
の
よ
う
に
打
て
ば
よ
い
の
か
他

【
主
な
る
目
次
】

第
一
部
間
伐
の
実
際
な
ぜ
間
伐
を
す
る
の
か
／
間
伐
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い

の
か
／
間
伐
は
ど
の
位
の
量
を
伐
れ
ば
よ
い
の
か
／
間
伐
は
ど
の
木
を
選
べ
ば
よ
い
の

か
／
間
伐
は
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
え
ば
よ
い
の
か

【
参
考
資
料
】

長
野
営
林
局
の
間
伐
実
施
要
領
／
吉
野
地
方
・
久
万
林
業
・
北
山
林
業
の
枝
打
ち

国
有
林
技
術
研
究
発
表
集

と

ち Ｂ
６
判
一
三
○
頁
九
五
○
円
〒
棚

の

東京都新宿区市谷本村町28

スリーエム研究会

撞替・東京7-53247器
’

’、

江
戸
時
代
の
林
業
思
想
研
究
狩
野
亨
二

近
代
日
・
本
林
業
の
萌
芽
で
あ
る
江
戸
時
代
の
山
林
経
営
論
や
林
業
技
術
論
を
浮
彫
り
に
し
た
労
・

作
。
今
日
の
森
林
・
林
業
問
題
の
考
究
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
。
二
、
○
○
○
円
〒
Ⅲ

木
材
産
業
と
流
通
再
編
岡
村
明
達
編

Ｉ
危
機
の
現
状
と
展
望
ｌ
低
成
長
下
の
現
在
、
大
き
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
木
材
産
業
。
そ

の
流
通
の
生
き
た
姿
と
今
後
の
展
望
を
ま
と
め
た
も
の
。
好
評
再
版
／
・
一
、
三
○
○
円
〒
伽

林
業
経
済
論
ｌ
木
材
価
格
と
流
通
片
岡
秀
夫

木
材
生
産
か
ら
流
通
に
至
る
動
態
を
明
ら
か
に
し
、
と
く
に
変
動
の
激
し
い
木
材
価
格
を
歴
年
的

に
分
析
、
今
後
の
価
絡
見
通
し
等
へ
の
指
針
を
与
え
る
。
３
月
末
新
刊
一
、
八
○
○
円
〒
伽

林
道
規
程
・
解
説
と
運
用

日
本
林
道
協
会
一
、
五
○
○
円
〒
共

林
道
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
の
唯
一
の
解
説

瞥
。
好
評
に
応
え
再
版
な
る
／
、

森
林
計
画
業
務
必
携
森
林
の
景
観
施
業

林
野
庁
計
画
課
監
修
一
、
七
○
○
円
〒
伽
片
岡
秀
夫
一
、
○
○
○
円
〒
棚

新
規
に
施
行
又
は
改
正
さ
れ
た
通
達
等
を
加
現
場
施
業
の
立
場
か
ら
、
景
観
施
業
の
す
く

え
た
増
補
改
訂
版
。
て
を
述
べ
た
増
補
改
訂
版
。

山
の
神
さ
ま

労
務
管
理
論

丸
田
和
夫
九
五
○
円
〒
剛
片
岡
秀
夫
一
、
五
○
○
円
〒
伽

自
然
と
人
間
の
在
り
よ
う
を
、
根
源
か
ら
問
労
務
問
題
に
関
心
を
持
つ
全
て
の
林
業
マ
ン

い
か
け
る
１
’
－
１
ク
な
エ
ッ
セ
イ
集
。
の
た
め
の
好
箇
の
指
導
教
本
。

立
木
幹
材
積
表

東
日
本
編
九
○
○
円
〒
川

西
日
本
編
一
、
二
○
○
円
〒
伽

林
野
庁
計
画
課
編

わ
が
国
の
立
木
幹
材
積
表
の
最
高
権
威
版
と

し
て
集
大
成
さ
れ
た
必
携
書
。

林
野
庁
林
道
課
監
修
二
、
二
○
○
円
〒
共

災
害
の
発
生
か
ら
復
旧
の
完
了
ま
で
を
わ
か

り
や
す
く
解
説
し
た
手
引
書
。

林
道
災
害
復
旧
の
手
引

東
京
都
新
宿
区
市
谷
本
村
町
二
八
番
地

日
本
林
業
調
査
会

電
話
○
三
（
二
六
九
）
三
九
二
番

振
替
東
京
六
’
九
八
一
二
○
番

独
和
・
和
独
林
業
語
彙

大
金
・
中
里
他
編
二
、
五
○
○
円
〒
伽

’一



明日へのび皇旦埜

毎日の仕事に疲れ、独りで静かに
思襄撫皇誌鯨麦達と未
来皇鰄万三三ﾗｮﾝを楽
し燕溺草了罰湯たちの生態を観
察すると
前橋営林局
緑ゆたかな森
や園地などの
ていただくこ

前橋営林冒
所ですが､．ー

毒鋳孟
澱

ﾛ

や
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破れない第＝原図用感光紙 破れない合成紙

鞭ゾーユニノロ巳 1．ー〃U◎

強度・感度・透明度・寸法安定性・製図適性
仕上り、すべてに優れた製品

強靱性・寸法安定性・平面性・保存性・耐久

性のすぐれたポリエステルフイルムベースの

ケミカルマット加工をした製図用合成紙
｡

●蒸気機関車にも似て、ダイナミックな扱いにも、水
ぬれにも、びくともしない美しい仕上げ。仕事の合理

化スビードア､ソブに御利用~ドさい。

胆株式会社きちと
一

●本社東京都新宿区新宿2－7-ITELO3(354)0361〒160
‐大阪TELO6(772)1412･名古屋TELO52(822)SiZ1－

札幌TELOII(631)4421．擶岡TELO92(27I)0797･埼玉TELO488(24)1255
広島TELO822(61）2902・仙台TELO222(66)0151沖繩TELO988(68)56I2
アメリカきもと（ロスアンゼルス）･スイスきもと（チューリッヒ）
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昭
和
五
十
三
年
三
月
十
日
発

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日
第
三
種
郵
便
物
認
砺
（
毎
月
一
回
千
日
発
行
）

林
業
技
術

p

第
四
三
一
写
ソ

定
価
三
百
円
送
料
三
十
五
円
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